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第五 特例的事項  

 

○ 裁判と並ぶ紛争解決手段として ADR の健全な発展を図っていくためには、

国民が ADR の利用を希望しながら、その利用を躊躇せざるを得ない制度的な

要因を取り除くための法制上の措置を検討することも必要である。さらに、その

ような措置によって、いわば訴訟とも競争できるような ADR が存在することとな

れば、利用者にとって、より多様な選択を可能にするとともに、ADR 全体に対す

る信頼性の向上にもつながることが期待される。 

 

○ こうしたことから、司法制度改革審議会意見でも、ADR に関する基本的な制

度の整備を検討する際には、ADR の 利 用 促 進 や 裁 判 手 続 との連携促進を図

る観点から、ADR における法的効果（時 効 中 断 の 効 力 、執 行 力 ）の 付 与 、

ADR と訴 訟 手 続 （裁判所）の連携、民事法律扶助の対象化について具体的な

検討をすべきものとされている。 

 

○ このような認識に立って、主として、「民 間 型 ADR のうち調整型手続」を念頭

に置いて行ったこれまでの検討では、以下のような指摘がなされている38。 

① 第一次的には 裁判所外の ADR によって紛争解決を図りたいと考える者に

とって、現行制度には、ADR を先行させることを躊躇させる要因があるので

はないか。 

i） 裁判所の提供する手続と異なり、裁判所外の ADR の利用には時効

中断の効果が認められず、裁判所外の ADR を選択した者が不利益な

立場に置かれるおそれがある。例えば、時効期間の満 了が迫っている

場合に、交渉期間の制約を受けたり、交 渉 期 間 中 に 時 効 が 完 成 したり

してしまうこともある。 

ii） 裁判所外の ADR で和解が成立しても、裁判所の調停と異なり、強制

執 行 の 必 要 が 生 じた段階でその結果に基づいて強制執行を求める手

段がない。そのため、必要ならば、和解成立後直ちに、執行力を得るた

め の 追 加 措 置 （即 決 和 解 等 ）を講ずる必要があり、履 行 確 保 のために

追加的負担を負う。 

iii） 訴訟提起の前に裁判所の調停を経ることが義務付けられている事件

                                                 
38 参考資料９参 照 
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（調停前置事件）39の場合、裁判所外の ADR による交渉を経ていても、

必ずしもこの義務が免除されるわけではない。裁判所外の ADR 不 調 後

に直ちに訴訟提起をしても、改めて裁判所の調停を経るという二度手間

を強いられるおそれがある。 

② 第一次的には裁判を選択したものの、その後に ADR による紛争解決を試

みたい場合、あるいは、裁判所が ADR による紛争解決が望ましいと判断す

る場合、現行制度には、解決の場を裁判所外の ADR に円滑に移行する手

続が整備されていないのではないか。 

i） 裁判所外の ADR の手続中は訴訟手続を中止できるという制度がな

い。いったん訴訟を提起してしまうと、当事者が ADR による和解交渉が

適当であると考えても、訴えを取り下げないままに裁判所外の ADR によ

る和解交渉に専念する環境を確保することが難しい。 

ii） たとえ、裁 判 所 が 裁 判 所 外 の ADR を利用した和解交渉を進めること

が望ましいと判断する場合でも、利用者に ADR の利用を勧めることに

ついての制度的根拠が明確でない。 

 

○ 上記の指摘に関し、これまでの検討により、次の点については、それぞれ、制

度 整 備に向けて積極的に検討を進めるべきではないかという共 通 の 認 識 が 得

られている。 

・ ①の i)の問題に対処するために、ADR の利用に時効の中断を認めること 

・ ①の i ii )の問題に対処するために、ADR における和解交渉を経た場合の調

停前置主義の不適用を認めること 

・ ②の i )の問題に対処するために、ADR における和解交渉進行中の訴訟手

続の中止を認めること 

 

○ 他 方 、次の点については、それぞれ、制度整備に積極論がある一方で、その

必要性や有効性に疑問を呈する消極論も少なくないという状況にある。 

・ ①の i i)の問題に対処するために、ADR の結果に対して執行力を付与する

こと 

・ ②の i i)の問題に対処するために、裁判所が ADR の利用を勧めることが でき

る制度を設けること 

                                                 
39 民 事 事 件 の う ち 地 代 借 賃 増 減 請 求 事 件 、家 事 事 件 の うち訴えを提起することのできる
事件について、裁判所の調停の申立てをすることなく訴えが提起されたときは、裁判所が事
件を調停に付することを適当でないと認めるときを除き、裁判所は事件を裁判所の調停に付
さなければならないこととされている。 
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○ 以下では、これまでの検討状況を踏まえて、上記のような特例を整備すること

とした場 合の問題点や 考えられる案について、更に検討を深めるべき論点を掲

げている。 

 

○ また、上記のいずれの制度を整備するにせよ、その与える影響の大きさにか

んがみれば、現 行 制 度 との 整 合 性 等にも十分配慮しつつ、特 例 の 適 用 対 象を

適切に画するため、ADR の適格性に関する基 準の 設 定が必要となる場合もあ

ると考えられる。その場合における適格性の確認方法については、各制度に共

通する問題であることから、８において、横断的な論点を設定している。 
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１．ADR を利用した紛争解決における時効の中断  

 

（１）基本的な考え方  

 

【論点１９】 

現行の時効制度では、相対交渉を通じた請求と同様、ADR の利 用には時 効

の中断が認められていない。 

紛争解決を試みるに 当たって、時 効完 成を回避するために ADR の手続期間の

制約を受けたり、第一次的な紛争解決手段として ADR を選択することをあきらめ

たりしなくても済むように、時効の中断に関する特例規定を設 けるものとすることに

ついて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨 

現 行 民 法 は 、長期間にわたり権 利 行 使 が されない場合には、債 権 者 が 一 定

の時効中断措置をとらなければ、時間の経過により権 利が消滅するという時 効

制度を採用している。 

この時効中断措置の一つである義務履行の請求について、訴えの提起による

裁 判 上 の 請 求 等 と当事者間の交渉を通じた請求等を区分し、前者に対しては、

最終解決に至らずに終了した場合を除いて、時効中断の効力発生を認める一

方、後者に対しては、前者の措置をとるまでの暫定的（6 ヶ月 間 ）な時効中断の

効力しか認めていない。 

すなわち、現行制度の下では、第 一 次 的 な 紛 争 解 決 手 段 として訴 訟 手 続 、仲

裁手続及び裁判所の調停を選択した場合には、それらの手続の開始によって時

効が中断する。しかし、裁判所外の ADR （仲裁を除く。以下同じ。）を選択した場

合には、催告の効果しか得られない。このため、催告による暫定的な時効中断が

認められる 6 ヶ月以内に紛争が解決しなければ、訴訟手続等に移行せざるを得

ない。また、時効完成が迫っている場合には、ADR による紛争解決を試みること

自体をあきらめざるを得ない。 

そこで、時効の中断に関して民法の特例を設けることによって、時 効 完 成 を懸

念することなくADR による紛争解決を試みることができるような環境を整え、紛

争の自主的解決を促進するという基本理念の実現に資するようにするという考え

方を示 したものである。 
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（２）考えられる時効の中断に関する特例 

 

【論点２０】 

論 点１９において時効の中断に関する特例を設けることを必 要 とする場合、次

のような仕組みとすることについて、どう考えるか。 

○ 次の要件を満たすときには、時効の中断に関しては、ADR の申立ての時に

訴えの提起があったものとみなす（時効が中断する）。 

① 一定の適格性を有する A DR の申立てであること 

（考えられる適格性に関する基準例） 

i） 手続の開 始 ・終了の決定、手 続の 進 行 管 理が 公 正 ・適確に行われ

ること 

ii） 申立ての受付、当事者に対する通知・意 思 確 認、手 続 過程の 記録

等の 事 務 処 理が公正・適確に行われること 

iii） i）、i i）が確保されるよう、業務に関し、明確かつ適切な手続規則、

事 務 処 理 規 則 、組織運営規則が定められていること 

（注１）i）～iii）のほか、ADR の紛争解決機能の実効性を確保する観点か

ら、主宰者の能力等も ADR の適格性に関する基準として必 要 となるの

ではないかという指摘もある。 

（注２）一定の適格性を有することの確認方法については、８を参照  

② ADR の申立てをした者が、ADR 終 了 前 又 は 終 了 後一 定 期 間内（例えば、

30 日以内）に ADR の目的となった請求について訴えを提起したこと 

○ また、上記の案に対しては、別案として、①のような ADR の適格性に関する

要件はそもそも不要であって、ADR の申立ては、ADR の不調 等の後 一 定 期 間

内に訴えの提起がなされない場合を除き、原則として、時効中断事由となるも

のとすべき（この場合、「ADR の申立てであること」等の要件を満たすことは当

事者の主張立証に委ねる。）という意 見も出されている40。 

 

○ 趣旨  

時 効 制 度 との 整 合 性 及 び 当 事 者 の 予 測 可 能 性 を 確 保 しつつ、多様な ADR

について時効の中断を認めるため、既存制度を参考に、ADR で和解が調わず

訴 訟 手 続 に 移 行 した場合には、訴えの提起による時効中断の効力発生時期を

ADR 申立て時まで遡らせるという枠組みをとるという考え方があることを示したも

のである。 

                                                 
40 参 考 資 料 １９の委員意見も参照。 
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なお、少なくとも、現 行 時 効 制 度 との 整 合 性 等の観点からは、上記の 案が有

力ではないかと考えられるが、この案は、ADR を訴訟手続に付随するもの と位置

付けるもので、ADR の基本理念にもとるし、そもそも、調 停 ・あっせんといえるもの

であれば、付加的な要件を課すことなく、その申立てに時効中断の効力が付与さ

れてしかるべきではないかという立場から、別案として示した方式を採る可能性を

なお追 求すべきであるとの意見も出されている41。 

 （時 効 制 度 との整合性） 

時 効 中 断 に 関 し、訴えの提起による裁判上の請求等と当事者間の交渉を通

じた請求等を区分する民法の下で、ADR における請求は、本来的には、後者に

区分されるものである。 

したがって、上記の案は、時効制度の原則から大きく乖 離 しないために、以下

の点に留意したものである42。 

① 第三者が介在することによって実効性のある紛争解決が図られる見込み

のある ADR の申立てである場合に限定されるよう、ADR の適格性に関して

一定の要件を設けること 

② 裁判所外の ADR については、手続の結果として必ずしも権利が確定す

るとはいえないので、ADR の申立てそれ自体を新たな時効中断事由とする

ことは適当ではないこと（即決和解のための呼出しや民事調停申立てが時

効中断事由となる根拠とされる民法第 151 条についても、当事者による権

利行使と裁判所による権利の確定・実現が予定されていることを前提に、そ

れらを時効中断事由と認めているものと解するのが現在の 通 説 ・判例であ

る。） 

 （既存制度の例） 

裁判所が関与せず、また、権 利 確 定 手 続 ともいえないため、裁判上の請求等

とは同視しえない請求に対して、実質的に時効中断の効力を付与する仕組みは、

既に、特定の ADR のみに適用される制度として、上記の案のような枠組みをとる

ものがある（公 害 紛 争 処 理 法 、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律）。

                                                 
41 検討過程では、別案のほかにも、次のような方法による時効の中断も念頭に置いた議論
が進められた（参 考 資 料 １１参 照 ）。 
① ADR での交渉継続中は、催 告 継 続の効力を認めるという方法。しかし、いわゆる即決和

解の申立てや民事調停申立てについても催告継続の効力は認められていないにもかか
わらず、ADR の申立てに催告継続の効力を認めることは問題があるのではないかという
指摘もなされた。 

② ADR での交渉継続中は時効を停止する方法。しかし、民法に照らすと、「停止」という形
を直ちに採用することは困難であるとの指摘もなされた。 

42 別案は、このような留意は不要とする立場をとっている。 
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この場合、ADR は、訴訟と連 続 して実効性のある紛争解決機能を果たすものと

捉えられているものと考えられる。 

 

○ 内容  

 （対 象 となる手続の種類） 

仲 裁 手 続 における請求は時効中断の効力を生ずるものとされており、仲裁以

外の ADR が対象となる。 

ただし、ADR の中には、主宰者の判断・評価を提示した時点で手続が終了し、

その後に当事者間の和 解 交渉が行われるものもあり、このような手続については、

対象とすべきでないという考え方もあり得る。 

 （ADR に関する一定の適格性） 

趣旨に記したとおり、相対交渉には催告以上の効果は認められていない。した

がって、少なくとも、手続の開始・終了の決定が公正・適確に行われること、手続

の開始から終了までの過程を通じ、手 続 の 公 正 ・適 確 な 進 行 が 確 保されるよう

進行管理がなされ ることが必要であると考えられる。また、検証を容易にするとい

う観点から、手 続 過 程 の 記 録 管 理 等 の 事 務 処 理 体 制 が 適 確 に 遂 行 される組織

体制が整っていることも必要であると考えられる。 

また、現在時効中断につき特例が認められている一部の行政型 ADR の実務

等も踏まえ、上記の案に挙げたような基準で十分といえるか否かにつき、更に検

討する必要がある。例えば、その ADR が十分な紛争解決機能を有 するものと捉

えられることが求められるという観点から、主宰者の能力に関する要件も必要と

なるのではないかという指摘もある。 

他方、別案のように、これらの適格性は不 要であり、要件を満たすことについて

は当事者の主張立証に委ねることとする考え方もあり得るのではないかという指

摘もなされている。 

（ADR 合意） 

時効中断に関する特例を設ける場合、催 告 としての 効 果 しか認められない相

対交渉と峻別する観点から、時効中断の効力が認められるためには、当 事 者 間

に ADR により紛争解決を試みることの合意（ADR 合 意 ）があり、かつ、ADR の

提供者と当事者の間で ADR の提供・利用合意があることが必要であるとも考え

られる。しかし、ADR 申立て後、ADR 合意等が成立するか否かが分からないま

ま時効完成時 期が到来した場合に、時効が成立することとなれば、制度の実効

性は著しく失われる。 

上記の案は、ADR 開 始 決 定 後の相手方への通知や相手方が手続に応諾し

ない場合の手続打切り決定などが公正・適確に行われることをADR の適格性に
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関する要件とし、かつ、債権者・債務者双方の予測可能性を確保する手段43をと

った上であれば、ADR 合意が成立しない場合にも、時効中断の効力発生を認め

ることが 可 能ではないかという立場をとったものである44。 

 （訴え提起の時期） 

上記の案は、ADR の 適 格性の要件により、一定期間の起算時期、すなわち、

ADR の終了時期が明確化されることを前提に、ADR 終了前又は当事者の取下

げによる ADR 終了後に訴え提起があった場合にも、時効中断の効力発生を認

めてもよいのではないかという立場をとったものである45。 

 （請求内容の同一性） 

上記の案は、先行する ADR と後続する訴訟手続とを連続する紛争解決の手

続と捉えて訴え提起の時期を ADR 申立ての時とみなすものであるから、ADR の

目 的 となった請求と同一の請求が、後続する訴訟手続において、請求の趣旨と

されることが必要である。ADR における請求がどの程度明確となっていれば同一

性があるとされるかという点については、裁判所の調停と同様、後続する裁判に

おける個別の事案ごとの判断による。したがって、時効の中断を意図する権利者

としては、自己の責任において、ADR における請求を明確にしておくことが求めら

れることとなる。 

なお、ADR における請求は申立て時点では 明確でない場合もあり得ると考え

られる。時効中断の効力発生が認められるためには、ADR 申立ての請求は明

確な権利内容を含んだものでなければならないが、例えば、ADR 申 立 て 後 、

ADR の進行過程で請求内容を変更したり、追加したりした ときには、ADR の申

立ての時における請求と訴訟における請求の趣旨との間の同一性が認められな

かった場合であっても、変更や追加があった 時点における時効中断の効力発生

が認められることもあると考えられる。 

 

 

                                                 
43 予測可能性を確保する手段としては、例えば、公 的 な 事 前 確 認 を 行 うことが考えられる
が、この点に関するこれまでの検討状況については、「８ 特例的事項の適用における ADR
の 適 格 性 の 確 認 方 法 」を参照。 
44 同 様 の 例 は 、個 別 労 働 関 係 紛 争 の 解 決 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ くあっせんなどがあ
る。 
45 上記の案と同様の方式で時効中断に関して特例を認めている一部の行政型 A D R に係
る既存制度にあっては、ADR の打切り後 3 0 日以内に訴えが提起された場合に、時 効 中 断
の 効 力 発 生 時 期 が A D R 申立ての時に遡及するものとされている。これらは、当事者に対し、
その行政型 A D R において紛争解決に到るよう最大限の努力を求める趣旨もあって、主宰
者が紛争解決の見込みがないものとして手続を打ち切った後に訴え提起があった場合のみ、
効力発生を認めているものではないかと考えられる。 
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○ その他 

時効の中断に関する特例を設ける場合には、論点に掲げた別案をとり得る可

能性のほか、次の点についても、更に検討を要するものと考えられる。 

① 裁 定 、評価の場合には、主宰者による判断の提示後一定の考慮期間を

経過することによって、判断を受諾するか否かにかかわらず手続が終了する

こともあるが、調停・あっせんの場合と同様の仕組みとしてよいか。 

② 仲裁手続における請求は、時効中断に関しては、裁判上の請求と同列

の位置付けを有するものであるから、ADR の手続後に仲裁に移行した場合

にも時効中断の効力を発生させる必要があるのではないか。 

③ 両当事者が和解による解決を望み、一つの ADR が不調に終わった後に、

更に別の民間型 ADR や裁判所の調停に移行する場合も想定される。その

ような場合に、最後の ADR の不調後に訴え提起があったときにも、それま

での複数の ADR の手続を一体的に捉えて時効中断の効力を発生させる

仕組みを設けてもよいか。 
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２．ADR における和解に対する執行力の付与  

 

【論点２１】 

○ 現行の民事執行制度では、ADR による和解が成 立 した結 果には執行力が

付 与 されていない（ただし、将来の 実 現を確実に確 保しようとする場合に、和 解

時に、執 行 力 が 付 与 される他の手続（即 決 和 解 、公 証 、仲 裁 ）を追加的に行っ

て、合意内容を債務名義化しておくことは可能である。）。 

紛 争 解 決 手 段 としてADR を選択した者が、ADR による和解後、合意内容が

任意に履行されない場合には、直ちに、ADR 和解文書に基づいて強制執行を

求めることができるよう、一定の ADR 和解文書について民事執行制度の特例

を設けることについて、どう考えるか。 

（注）これまでの検討では、ADR の利用を促進する観点からの 積極意見があ

る一方で、不 適 切 に 利 用 された場合には極めて危険性が高いこと等から、

強い消極意見も出されている。 

○ 仮に、ADR 和解文書について、民事執行制度に関する特例を設けることと

する場合には、次のような仕組み（概要）とすることが考えられる。 

① ADR 和解文書が次の要件を満たす場合に限り、確 定 した裁判所の執行

決定を付したものが債務名義となる（強制執行が許される）。 

i） 一定の適格性を有する ADR の下で作成された ADR 和解文書であ

ること 

（考えられる適格性に関する基準例） 

A)  論点２０の①のような基準 

B )  主宰者により次の事項の確認が公正・適確に行われること 

a)  合意内容に係る公序良俗違反の有無 

b)  合意形成過程における当事者の意思表示の 成 立  

c)  和 解 文 書 の 債 務 名 義 としての適格性 

ii） 債務者による執 行 受 諾 文 言 が 記 載 された ADR 和解文書であること 

② ADR 和解文書につき次の事由（執 行 拒 絶 事 由）があるときは、債権者に

よる執行決定の申立ては却下される（強制執行が許されない）。 

i） ADR 和 解 文 書に係る合意内容に公序良俗違反があること 

ii） ADR 和解文書に係る合意形成過程において、合意成立に関する意

思表示について意思の欠缺があること又は瑕疵があること 

iii） ADR 和 解 文 書に係る紛争が和解可能性のないものであること 

（注１）②に関しては、さらに、当事者合意によっては排除できない手続ルール

（強 行 法 規）を法定し、これに違 反した場合にも、執 行 決 定 の 申 立 て が 却 下
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されるものとすべきという考え方もある。また、強行法規であるか否かにかか

わらず、手続上の瑕疵を執行拒絶事由に加えるべきという考え方もある。 

（注２）一定の適格性を有することの確認方法については、８を参照  

 

○ 趣旨  

強 制 執 行 とは、国家権力の行使として、執行機関（執 行 官 ・執 行 裁 判 所 ）が、

債務者の意思にかかわらず、強制的に、私法上の請求権の内容の実現を図る

手続である。したがって、現行制度は、裁判所のチェックを受けた第三者の判断

又は公証人のチェックを受けた当事者間の合意のみを、強制執行を求め得る債

務名義としている46。 

論点は、このような強制執行を求め得る根拠を ADR 和解に付与することにつ

いて、これまでの検討では積極・消極の両論があることを示すとともに、積極的に

考えるとする場合に考えられる選択肢を示したものである。 

積 極的に考える立場からは、論点で示したように、紛争解決手段として ADR

を選択した者が、ADR による和解後、合意内容が任意に履行されない場合には、

直ちに、ADR 和解文書に基づいて強制執行を求めることができるよう、一定の

ADR 和解文書について民事執行制度の特例を設けることも検討すべきという意

見がある。また、訴訟手続からADR への移行に関する特例（裁判所による ADR

の利用の 勧 奨等）を設けるのであれば、訴 訟 とのバランス上、執行力を付与する

必要性も高まるのではないかという意見もある。 

しかし、他方では、ADR 和解に執 行 力を付与することは、たとえ、裁判所のチ

ェックを受けることとしても、なお債務名義を粗製濫造するような、いわば「債 務 名

義 作 成 会 社 」が出現する危 険 性は否定できないのではないか、あるいは、執行

力を付与する手続が厳格となれば、既 存 制 度 （即 決 和 解 、執 行 証 書 等 ）を利用

した方が簡便に債務名義化できるので、制度を設ける必要性に乏しいのではな

いかという意見もある。 

さらに、ADR 和解への執行力の付与については、私法上の和解にすぎない

ADR 和解に対して執行力を付与する理論的根拠が認められるのかという点につ

き明確な回 答が 見 出 されておらず、その根拠につきなお検討を要するとされてい

ることにも十分留意する必要がある47。 

                                                 
46 参考資料１４参 照 
47 一定の文 書が債 務 名 義 となるためには、国家の強制力の発動が一般に是認される高度
の蓋然性をもって権利を表彰し、その成立や存続について債務者（義 務 者 ）の 手 続 保 障が
あるものでなければならないとされる。このような要件を満たす文書のうち、いずれを債務名義
とするかは、立法政策の問題であって、私文書であるからといって直ちに債務名義となるため
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○ 内容（執行力を付与することとした場 合） 

（対象となる手続の種類） 

仲裁に関しては、確定した執行決 定のある仲裁判断は債務名義とされており、

仲裁以外の ADR が対象となる。なお、必要とされる ADR の適格性の基準を踏

まえると、主宰者の判断・評価を提示した時点で手続が終了し、その後に当事者

間の和解交渉が行われる ADR は、対象とはならないものと考えられる。 

（裁判所による執行決定の必要性） 

債務名義は、その作成過程において、すべて何らかの形で、中立的な第三者

の関与と国（司 法 機 関 ）の認証を受けている。また、ADR 和解には既判力がなく、

私 法 上 の 和 解 としての 効 力 しか 有しないので、これを確定判決と同一の効力を

有する仲裁判断よりも簡易な手続で債務名義とすることには問題がある。 

したがって、仮に ADR 和解 文書を債務名義とする特例を設けるのであれば、

裁判所による執行決定を経ることが必要となるものと考えられる。 

（ADR に関する一定の適格性） 

一 般 の 私 法 上 の 和 解について債 務 名 義を得るためには、訴訟の場において、

債 権 者 側 が 合 意 の 成 立 （請 求 権 の 発 生 ）についての主 張 立証責任を負う。しか

し、執行決定のある ADR 和解 文 書を債務名義とする制度の下では、第 一 次 的

に、原則として、債務者側が請求権の発生を妨げる事実があることを立証できな

ければ、執行を許す旨の執行決定がされることとなる。 

したがって、執行決定の申立ての対象となる ADR 和解については、前提とし

て、和 解によって成立した 請 求 権 が 、裁 判 所 の 実 体 審 理 を 要 しない程度にまで

存在の可能性が高いものとなっていなければならないので、和解が形成される

ADR には、論点に掲げたような、適格性が求められるべきと考えられる。 

（執行受 諾 文 言 ） 

執 行 受 諾 文 言 とは、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述であり、当

事者間の合意に係る公正証書が債務名義となるための要件ともなっている。 

その ADR 和解が当事者の意思に基づくものであることを担保する観点、及び、

和 解 成 立 の 段 階 で当事者に執行力付与の有無につき選択権を与えるという観

                                                                                                                                                       
の要件を失うものではない。しかし、ADR 和解については、その本質は当事者間の合意（契
約）であると解されることから、相対交渉等による和解と執行力付与の対象となるADR 和解
とがどのように区別されるのか、執行力に関して両者に差異を設ける実質的理由は何かとい
った点が問題とされる。UNCITRAL 国際商事調停モデル法の策定過程において、調 停 結
果への執行力の付与が議論された際にもこの点がネックとなって統一ルールを設けることが
できず、最終的には、各国の国内法制に委ねられたという経緯がある（ADR 検 討 会 資 料 10
－6 の三木委員による同モデル法の解説を参照）。 
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点から、ADR 和解を債務名義とする場合にも、要件の一つとすることが適当と考

えられる。 

（執行拒絶事由） 

ADR の手続の最終段階において合意が成立していること、ADR が一定の適

格性を有すること、執行受諾文言があることを前提とすると、執行決定の裁判に

おける執行申立ての却下事由（執 行 拒 絶 事 由 ）としては、論点に掲げた事項が

考えられる。 

なお、手続上の瑕疵を執行拒絶事由とすべきか否かという点については、次

のように、異なる意見がある。 

① 手続の最終段階における債務者の合意は、仮にそれ以前に手続上の瑕疵

（合意の意思表示の欠缺・瑕 疵 となるものを除く。）があったとしても、それを治

癒すると考えられる。したがって、基本的には、手 続 上の瑕疵を執行拒絶事由

とする必要はなく、せいぜい、代理人に授権範囲を超える行為があった場合等

に限られるのではないか。 

② 仲裁上の和解があった場合には、仲裁法により手続上の瑕疵は執行拒絶

事 由 となるのだから、仲裁と和解で事由が異なることは望ましくない48。例えば、

手続過程における当事者への通知の欠缺等は 執 行 拒 絶 事 由 とされるべきも

のであるから、当事者合意によっては排除できない手続ルール（強 行 法 規）を

法定の上、そのような手続についての 違 反を執行拒絶事由とすべきである。ま

た、強行法規であるか否かにかかわらず、手続上の瑕疵を執行拒絶事由に加

えることも検討すべきである。 

（請求権の範囲） 

ADR 和解に執行力を付与する場合、不当執行の可能性を考慮し、その対象

となる給付請求権の範囲を、その場合の損害を金銭賠償により回復できる性質

の請求権（金銭等の給付を目的とするもの）に限定するという考え方もある。 

しかし、執行決定を経るという厳格な手続によって債務名義化されることを前

提とすれば、特 定 の 動 産 ・不動産の引渡請求権等についても、実務上のニーズ

は高いことを踏まえると、必ずしも、給付請求権の範囲を金銭債権等に限定する

必要はないのではないかと考 えられる。 

 

                                                 
48 仲 裁 は 当 事 者 が 出 頭 しなくとも第 三 者 （仲 裁 人 ）が仲裁判断を出すことが必ずしも妨げら
れないから、このような手続上の瑕疵を執行拒絶事由とする必要があるものの、調 停 等 の 和
解 は 当 事 者 が 出 頭 しなければ成立しないという相違がある。また、仲裁上の和解に基づく仲
裁判断に、一般の仲裁判断と同じ範囲の執行拒絶事由が適用されるかという点については、
議論の余地もある。したがって、仲裁法との整合性を重視する必要はないのではないかとも
考えられる。 
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（その他） 

上記に掲げたほか、執行力の付与に関する特例を設ける場合には、次の点に

ついても、更に検討を要するものと考えられる。 

① 上記の枠組みは主として調停・あっせんを念頭に置いて検討した結果を踏

まえたものである。裁定のように、主宰者の判断が当事者のうち一方を拘束す

る（契約等により受諾義務がある。）場 合 、その当事者は、執行力付与の手続

に関しては、仲裁の当事者と同じ立場に位置付けられることから、手続の種類

に応じた検討が必要である。 

② 執行決定のある ADR 和解 文書を債務名義とする場合には、更に、執行決

定の申立てに関する手続、執行拒絶事由と請求異議の訴えにおける異議事

由との関係等の手続上の問題についての検討が必要である49。また、主宰者

の職務執行の公正性を担保するための各種措置も検討が必要である。 

 

                                                 
49 ①ADR 和解には既判力がなく、ADR 和解成立前から存する事由も請求異議の事由と
なる（この点は、執行証書の場合と同様であり、逆に、請 求 異 議 の 事 由 が 口 頭 弁 論 終 結 後
に生じたものに限られる確定判決と異なる。）。そして、合 意 に 係 る 意 思 表 示 の 欠 缺 や 瑕 疵
があることを執行拒絶事由とする場合には、この事由は、同時に請求異議事由としても主張
することができると解されるとともに、執行決定の裁判で主張したが排斥された場合に、請求
異議の訴えを提起して、再び同一事由を主張することができるかどうかも問題となる。これら
の事情から、債権者にとっては、ADR 和解文書に依拠することなく本案について訴訟を提起
し、判決を得て強制執行をする場合とさほど違いが生じないのではないかといった 指摘もあ
る。 

しかし、これに対しては、ADR 和解文書を債務名義とする制度の下では、実 質 的に起 訴
責 任 が 転 換 されることになる上、債務者が常に請求異議の訴えを提起するとも限らないと考
えられ 、この点を重視する立場からは、このような制度を設ける必要性と実質的意義はなお
存するのではないかといった指摘もある。 

②また、ADR 和解には既判力がないため、例えば、執 行 完 了 後 に 債 務 者 が ADR 和解に
係る合 意 の 意 思 表 示 に 欠 缺 、瑕疵等があるため ADR 和解は無効であるとして、執行を受
けた財産等について不当利得返還請求をすることも妨げられないことになる。そこで、この点
が ADR 和解に執行力を認める障害となるとする考え方もある。 

この点については 、裁 判 上 の 和 解 （和解調書の記載が確定判決と同一の効力を有すると
されている。）も、判 例 上 、和 解 無 効 の 主 張 （口 頭 弁 論 期 日 指 定 の 申 立 て 、和 解 無 効 確 認
訴 訟 の 提 起 等 ）は妨げられないとされており、後の手続に既判力が作用しないことに伴う問
題は、ADR 和解に特有の問題ではないという指摘もある。しかし、他方では、理論的にはそ
うであるとしても、裁判上の和解は裁判官の関与の下で行われ、後に和解無効が主張され
る蓋然性は低いのに対し、ADR 和解はそのような事情にないので、実態上は両者を同列の
問題とは捉えられないという点を無視しえないのではないかという指摘もある。 
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３．ADR を利用した場合の調停前置主義の不適用 

 

（１）基本的な考え方  

 

【論点２２】 

現行の訴訟手続制度では、一定の事件については、原 則 として訴訟提起の前

に裁判所の調停を経なければならないという調停前置主義がとられている。 

このような調停前置事件の解決を ADR によって試みた者の負担を軽減するた

め、ADR で和解が調わなかった場合には、裁判所の調停を経なくとも訴訟提起で

きるよう、ADR を利用した場合に調停前置主義を適用しないこととする特 例 規 定

を設けるものとすることについて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨 

社 会 に 生 起 する様々な紛争の中には、その専門性や特殊性等にかんがみ、

訴 訟 手 続によって一刀両断的な解決を図るよりも、まずは当事者間の話合いに

よる解決を試みることが望ましいものもある。このような趣旨から、現 行 の 民 事 調

停 法 、家 事 審 判 法 は 、地 代 借 賃 増 減 請 求 事 件 及 び 家 事 事 件 の うち人 事 訴 訟 ・

民事訴訟を提起することができる事件について、裁判所の調停の申立てをするこ

となく訴えが提起されたときには、裁判所が事件を調停に付することを適当でな

いと認めるときを除き、事件を裁判所の調停に付さなければならないという調停

前置主義を採用している（民 事調 停 法 第 24 条の 2、家 事 審 判 法 第 18 条）。 

ところで、紛争の内容や当事者の事情等によっては、当事者が、こうした事件

の第一次的な話合いを裁判所外の ADR で試みることを望む場合もある。しかし、

現行制度は、訴えの提起前に、裁判所外の ADR を利用して話合いが行われた

場 合であっても、裁判所の個別判断により調 停に付することを適当でないとされ

ない限り、原則としては、更に、裁判所の調停を経ることを要求しており、当 事 者

にとっては、裁判所の調停が負担となることもある。 

そこで、調 停 前 置 主 義 の 適 用 に 関 して民事調停法等の特例を設けることによ

って、二度手間が生ずることを懸念することなく、調停前置事件について ADR に

よる解決を試みることができる環境を整え、多様なADR の健全な発展を促そうと

いう考え方を示したものである。 
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（２）考えられる調停前置主義に関する特例 

 

【論点２３】 

論 点２２において調停前置主義に関する特例を設けることを必要とする場合、

次のような仕組みとすることが考えられる。これらの仕組みについて、どう考える

か。 

① 一 定 の 調 停 前 置 事 件 に 係 る調 停 前 置 主 義 の 適 用 に 関 しては、一定の適格

性を有する ADR の申立ては裁判所の調停の申立てに代替する（裁判所の調

停を申し立てることを要しない）ものとする。 

（考えられる適格性に関する基準例） 

・ 論点２０の①のような基準 

（注）このほか、民事調停・家事調停の特性を重視する立場から、主宰者の能

力等も ADR の適格性に関する基準として必要となるのではないかという指

摘もある。 

② ①のように、一定の ADR を経ている場合を一律に調停前置主義の例外とす

るのではなく、裁判所の個別判断により調停前置主義の適用を除外し得る事

由の一つとして、一定の適格性を有する ADR を経ている場合を例示するものと

する。 

（考えられる適格性に関する基準例） 

・ 論点２０の①のような基準 

 

（注１）そもそも、現行制度の下でも、裁判所の判断によって調停前置主義を適用

しないという取扱いをすることは可能であるから、①、②のいずれも不要であると

いう意見もある。他方、現行制度の下で、そのような取扱いが認められていると

いう解釈が確立しているとはいえない上、仮に確立しているとしても、②の案のよ

うな規定を置いて解釈を明確化することには意義があるという意見もある。 

（注２）①、②のいずれの案とするにせよ、特例の対象とする調 停 前 置 事 件 の 範 囲

については、考え方が分かれている（下 記 「内 容」参照）。 

（注３）一定の適格性を有することの確認方法については、８を参 照  

 

○ 趣旨  

一定の事件について調停前置主義を採用する現行 制 度 との整合性及び当事

者の予測可能性を確保しつつ、多様なADR について調 停 前 置 主 義 の 不 適 用を

認めるため、事件の種類及び ADR を限って、①は、調停前置主義の適用に関し、

ADR 申立てを裁判所の調停申立てに代替し得るものと位置付けるという枠組み
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とする考え方を示 したものである。 

また、②は、一定の ADR を経たのみで一律に調停前置主義の不適用を認め

ることは適当でないという立場から、裁判所が付調停を要しない事由があるかを

個別判断するに 当たって、一定のADR を経ていることが勘案されることを明確化

することにとどめるという考え方を示したものである。 

 

○ 内容  

（対象となる調停前置事件） 

現行制度における調停前置事件は、次のように分類される。 

① 民事事件のうち地代借賃増減請求事件 

② 家事事件のうち人事訴訟又は民事訴訟を提起することができる事件 

i） 人事に関する訴訟事件のうち当事者の任意処分ができないとされてい

るもの（婚 姻 無 効 、養子縁組無効など） 

ii） 人事に関する訴訟事件のうち当事者の任意処分ができることとされて

いるもの（離婚、離縁） 

iii） その余の家庭に関する事件（離婚による慰謝料、親族間の金銭等の

貸借関係等） 

調停前置主義に関する特例を設ける場合に、上記の分類において、①及び②

の iii）を対象とすること、②の i）を対象とはしないこと50については、これまでの検

討でも特段の異論はない。 

しかし、②の i i）を対象とするか否かについては 、家事 事 件や 家 事 調 停の特性

にどの 程 度の重きを置 くか、また、現在の実 務をどう評価するかという本 質 的な

点において見方の違いがあり、したがって考え方も二分されている。 

対 象 とすべきでないという立場は、身分関係の形 成 という社会の基盤に影響

する問題は、合意の適正性を裁判所がチェックする必要があり、民間 ADR 機関

に委ねることは適当ではないという考え方がその根底にある。また、家 事 調 停 に

おける環境調整の困難さ、民 間 ADR で合意をしても直ちには離婚等の効果が

生じないこと等を理由に、民間 ADR で実効性ある解決が図られることに疑問を

呈する見方もある。調停前置主義の特例を認めることによる家事調停の空洞化

を懸念する声もある。 

他 方、対 象 とすべきという立場は、家事事件の特性をどの程度重 視するかは

                                                 
50 ② i）にあたる事件は、もともと当事者の任意処分ができない身分関係に関する紛争であ
り、家事調停において当事者間で合意が成立した場合であっても、家庭裁判所による合意
に相当する審判（いわゆる 23 条 審 判 ）を経なければ解決されない。いわば、家事調停は、人
事訴訟手続に代用するものとして機能する。 
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ともかくとして、離婚・離縁については、協 議上の離婚・離 縁 が 法 律 上 認 め られ、

実際には、大 半 が 協 議 上 の 離 婚 ・離縁によって処理されていることを踏まえれば、

民 間 ADR 機関の利用を促進することに問題はないのではないか、裁判所の家

事 調 停 が 適 切 に 機 能 していない場合も少なくないのではないか、裁 判 所 に 十 分

に代替する役割を果たしている民間 ADR 機関も現実にあるのではないかという

ものである。 

いずれにせよ、②の i i）の事件は、調停前置事件の中心をなすもので、制度を

整備する実 質 的 な意 義にもかかわる問題であるから、幅広い意見を踏まえ、更

に検討を深める必要がある。 

 （対 象となる手続の種類） 

ADR のうち調 停 ・あっせんが対象となるものと考えられる。 

 （ADR に関する一定の適格性） 

論 点 に 示 した案のいずれによるにせよ、基本的には、公 正 ・適 確 な手 続 の 進

行 管 理の下で、実効性のある和解交渉の場が持たれ、合 意 成 立 の 見 込 み が な

いことを見極めて適確に手続が終了されるADR であることが必要になるものと考

えられる。具体的には、論点２０の①に掲げた基準に類する適格性が必要となる

のではないかと考えられる。 

なお、一部には、裁判所の調停は、裁 判 官 や 調 停 委 員 が 積 極 的に見解を示

し、当事者は、判決による場合の解決の見通し等も総合的に勘案して紛争解決

に到るプロセスに特色があるという見方もある。さらに、家 事 事 件 に 関 しては、対

象となる調停前置事件の項に示したように、家事調停の特性を重視すべきという

見 方 もある。このような見方を重視した場合には、更に、主宰者の能力等の追 加

的な適格性に関する要件が必要となると考えられる。 
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４．ADR の手続開始による訴訟手続の中止 

 

（１）基本的な考え方  

 

【論点２４】 

現行の訴訟制度では、同じ紛争について裁判所外の ADR と訴 訟 手 続 が 並 行

する場合に、裁 判 所 が 訴 訟 手 続を中止する（進行を停止する）ことができるという

制度上の根拠がない。 

紛争の性格、当事者の事情等によっては、訴訟係属事件であっても、訴えの取

下げによる不利益を受けたり、手続を二重に進める負担をしたりすることなく、

ADR による和解交渉に専念できるよう、訴訟係属事件について ADR の申立てが

あったときの訴訟手続の中止に関して民事訴訟制度の特例を設けることについて、

どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

訴訟係属事件について、裁判所の判断によりその手続の進行を停止すること

については、憲法上保障された裁判を受ける権利との関係、適正・迅 速な審理

の実現との関係等から慎重に考える必要がある。 

しかし、訴訟係属事件について、例えば、第一次的には 紛 争 解 決 の 場 として

裁判を選択したものの、その後に、当事者自身が、ADR によって紛争解決を試

みることを望むに至る場合も少なくない。 

そのような場合、現行制度の下では、裁判所の調停を利用する場合には、民

事に関する紛争はまず調停によって解決させるのが望ましい等の判断から、裁

判所の決定によって、調停手続が終了するまで訴訟手続を中止することができ

ることとされている（民 事 調 停 規 則 第 5 条、家 事 審 判 規 則 第 130 条）が、裁判所

外の A DR を利用する場合には、このような規定が設けられていない。そのため、

訴訟係属事件について、裁判所外の ADR を利用して和解交渉を行おうとする

場合には、当事者は、①二重の手間を覚悟の上で訴訟手続と和解交渉手続を

並 行 して進めるか、②時効中断の効力が消滅する等の問題を覚悟の上でいった

ん訴えを取り下げて和解交渉手続を進めるかのいずれかを選択する必要があ

る。 

そこで、一定の場合には、事件の訴訟係属を維持したまま裁 判 所 外 の ADR

による交渉に専念できるような環境を整え、当 事 者 の 負 担 軽 減や事 件 の 和 解 に

よる解決の促進等に資するようにするという考え方を示したものである。 
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（２）考えられる訴訟手続の中止に関する特例  

 

【論点２５】 

論 点２４において訴 訟 手 続 の 中 止に関する特例を設けることを必 要 とする場合、

次のような仕組みとすることについて、どう考えるか。 

○ 裁判所に係属している訴訟事件について、当事者が ADR による和解を試み

ることに合意している場合において、次の要件を満たすときには、裁判所は、一

定期間（一 定 期 間 経 過 前 に ADR が終了した場合には、終了するまでの間）、

訴訟手続を中止することができる。 

① 訴訟手続を中止することについて、当 事者双方の同意があること 

② その ADR が一定の適格性を有すること 

（考えられる適格性に関する基準例） 

・ 論点２０の①のような基準 

（注）このほか、民事調停・家事調停の特性を重視する立場から、主宰者の能

力等もADR の適格性に関する基準として必要となるのではないかという指摘

もある。 

○ また、上記の案のように、中止決定を裁判所の自由裁量に委ねることを前提

とすれば、上記の案の要件のうち②を不要とする考え方もある。 

（注）②の ADR の適格性に関する要件を必要とする考え方をとる場合に一定の

適格性を有することの確認方法については、８を参照 

 

○ 趣旨  

裁判所外の ADR と訴訟手続が並行する場合において、憲 法 上 保 障 された裁

判を受ける権利との関係、適 正・迅 速な審理の実現との関係等を踏まえ、訴訟

手続を中止すること及び裁判所外の ADR において紛争解決を試みることについ

て当事者間に合意があることを前提に、裁判所の裁量によって、一 定 の 期 間 を

上 限 として、訴訟手続を中止することができる枠組みをとるという考え方を示した

ものである。 

 

○ 内容  

（対象となる手続の種類） 

ADR のうち、調整型手続が対象となるものと考えられる。 

（訴訟係属とADR 手続の先後関係） 

訴訟係属後に当事者の意向で ADR 申立てがなされるという場合を想定して

制度の整備を検討するものであるが、ADR の 手 続 中 に 同 一 事 件 が 訴 訟として
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係属したという場合を排除するものではない。 

（ADR 合意の必要性） 

当事者が第一次的には ADR による紛争解決を選択し、ADR の手続を終了

することなく訴えを提起した場合には、当事者が引き続きADR による紛争解決を

試みることに合意していることが必要であると考えられる。 

他 方 、当事者が第一次的には裁判による紛争解決を選択し、訴えを取り下げ

ることなくADR の申立てをした場合には、ADR の申立てが当事者双方からなさ

れていることが必要であると考えられる。 

（訴訟手続の中止の期間の上限） 

本来的には、裁判所は、訴 訟 係 属 が 生 じると、訴えの適法性が認められる限

り、請求の当否についての判断を示す義務を負っており、いたずらに中止期間が

継続することは適当ではない。 

したがって、あらかじめ、中止期間の上限を設定することが適当ではないかと

考えられる。また、期間を限って中止期間の延長を認めることや再中止を認める

ことについても、検討する必要があるものと考えられる。 

なお、具体的な期間については、裁判所の調停事件の処理期間（民 事 調 停

は平均 2～3 ヶ月、家事調停は平 均 4~5 ヶ月）等も踏まえながら、更に検討する

必要がある。 

（訴訟手続の中止に関する当事者の同意） 

適正かつ迅速な裁判を受ける当事者の権利との関係等を踏まえると、当事者

双方が訴訟手続を中止することに同意している場合（当 事 者 双 方 か ら 訴 訟 手

続の中止の申立てがあった場合）に限る必要があると考えられる。 

（ADR に関する一定の適格性） 

当事者が訴訟手続の中止に同意しているとはいえ、事件の訴訟係属を維持し

たまま裁判所外の和解交渉のために手続を中止する以上、基本的には、公正・

適確な手続の進行管理の下で、実効性のある和解交渉の場が持たれ、合 意 成

立の見込みがないことを見極めて適確に手続が終了される ADR であることが必

要になるものと考えられる。具体的には、論点２０の①に掲げた基準に類する適

格性が必要となるのではないかと考えられる。 

なお、調停前置主義における場合と同様、裁 判 所 の 調 停の特性を重視する

見方に立てば、更に、主 宰 者 の 能 力 等 の 追 加 的 な適格性に関する要件が必要

となると考えられる。 

ただし、本論点では、訴訟手続を中止し、ADR を利用した 解決を試みることに

ついて両当事者間に合意があることを前 提 とするので、そのような見方に立った

としても、調停前置主義における場合ほどには、厳格な追加的要件が必要とさ
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れることはないという考え方もある。 

さらに、検討の過程では、訴 訟 手 続 の 中 止 決 定 が 、基 本 的 に 裁 判 所 の 自 由

裁量に委ねられることも勘案すれば、このような ADR の適格性に関する要件そ

のものが不要であって、裁判所が個別事件ごとに、中止の適不適を総合的に判

断すればよいのではないかという考え方も示された51。 

（中止決定における裁判所の裁量性） 

現行制度の下で、訴訟 手続の中止決定は、民訴手続上の訴訟指揮に関する

裁判であり、中止の申立てを受けて、訴訟手続を中止するか否かは裁判所の自

由裁量に委ねられているものとされる。また、裁量を誤って中止決定をしたことが

判 明 したときには、いつでも、中止の取消を決定できるものとされている。さらに、

中止の決定、取消の決定のいずれについても、当事者の不服申立ては許されな

いものとされている52。 

ADR 手続中の訴訟手続の中止に関する特例を設ける場合には、このような

現行制度を踏まえるべきものと考えられる。 

（その他） 

訴訟手続を中止している間に、A DR により和解が成立した場合にあっても、

訴 訟 手 続 が 自 動 的 に 終 局 したり、訴えの取下げがあったものとみなされたりする

わけではない。したがって、訴訟手続の中止に関する特例を設ける場合には、上

記のほか、ADR により和解が成立したときには、当事者から訴訟が係属する裁

判所にその旨の連絡がなされるような仕組みが必 要となる。 

なお、訴訟手続を終局させるためには、原告は訴えを取り下げる必要があり、

また、訴訟手続の段階によっては、相手方の同意が必要である。 

 

                                                 
51 ADR の 適 格 性 に 関 す る 要 件 を 不 要 と す る 場 合 に は 、訴 訟 手 続 の 中 止 が 認 め ら れ る
ADR と訴訟手続の中止が認められない相対交渉との実質的相違があいまいとなり、ADR
に関する特例と位置付ける論拠が希薄となるのではないかとの指摘もある。 
52 中 止 の 取 消 決 定 に 対 して不服申立てが認められるか否かついては、民 事 訴 訟 法 に 関 す
る議論でも、両論がある。申立権を認める規定はなく、当 事 者 に は 裁 判 所 の 職 権 発 動 を 促
す事実上の申立てを認めれば足りるとして、これを否定する説が一般的であるが、中止事由
（当事者が訴訟行為をすることが不能又は困難である事情）の有無に関して、当 事 者 の 手
続上の関与権を保障する見地から、申 立 権 が 認められるとする考え方も主張されている。 
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５．裁判所による ADR を利用した和解交渉の勧 奨等  

 

【論点２６】 

訴 訟 手 続 （裁判所）とADR との 手 続 的 連 携を促進するために、例えば、裁判所

は、相当と認める場合には、相当と認める ADR 機関・手続の利用を勧めることが

できる旨を明確化してはどうかという考え方もある。 

この点について、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

専 門 的 知 見 を 要 す る 事 件 等 に つ い て は 、その解決に当 た っ て 裁 判 所 外 の

ADR の利用が有効な場合もある。このような場合、現 行 制 度 上 、訴 訟として係

属した事件について、裁判所が事実上 ADR の利用を促すことに明確な制約が

あるわけではないが、事件の性質に応じて適当と認められるADR を指定し、その

ADR による和解交渉を行うことを勧めることができる旨を明確化するという考え

方について、意見を求めるものである。 

これまでの検討では、実 態 論 として、現時点では、そもそも裁判所が利用を勧

める対象と考え得るような適切な ADR 機関が存在しないのではないか、あるい

は、あえて制度を整備しなくとも、運 用 上 ADR の利用を勧めることで十分ではな

いかという理由から、反対・消極意見も出されている。 

しかし、他方では、裁判所と ADR との手続的連携による ADR の利用促進と

いう、中 長 期 的 観 点 か ら、このような制度の整備を積極的に検 討すべきではない

か、裁 判 の 迅 速 化 が 強く要 請 される状況の下では、裁 判 官 としては、法制上の

根拠がないと勧奨することを躊躇するので、運用のみに期待することは困難では

ないかという意見があった 。 
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【論点２７】 

ADR と訴訟手続（裁 判 所 ）の連携に関して、以上の論点のほかにも、検討の過

程では、次のような 点についても議論が行われた。 

① ADR における証拠調べ等が困難な場合の円滑な ADR の手続進行を確

保するため、ADR の審理のための裁判所による証拠調べ等に関する制度を

整備することを検討すべきではないか。 

② 訴訟手続における争 点・証拠整理等における当事者の負担軽減や専門

訴訟への対応強化の観点から、ADR において争点・証拠の整理等がある程

度進んだものの紛争解決には至らなかった場合に、それらを訴訟手続におい

て活用することができる制度を整備することを検討すべきではないか。 

これらの点については、制度を設けることの必要性、妥当性や 民 事 訴 訟 制 度 の

一 般 原 則 との整合性等の観点から、少なくとも、ADR に共通的な制度として設け

る必要はないのではないかとの 意見が強いが、この点についてどう考えるか。 

 

○ 趣旨  

（ADR の審理のための裁判所による証拠調べ等） 

ADR を利用して自主的な紛争解決を試みている場合に、特に、第三者の所

持する文書や第三者の証言が紛争解決に当たって重要な要素となるケース等を

念頭に置くと、必要に応じて、当事者及び主宰者に訴訟手続に準ずる事案解明

の手段を提供することが、当事者等の負担軽減、より適正な解決結果の確保 等

の観点から有効ではないかという観点から検討を行った （同様の観点から、紛争

解決に有効な資料を有する第三者的機関がある場合に、そのような機関の協力

を求めることができるようにすることも重要であるとの指摘があった。）。 

しかし、仲裁以外の ADR については、その手続において紛争が解決される保

証がなく、また、解 決 されたとしても既判力もない。証言拒絶や文書提出命令の

拒絶は制裁の対象となるものであることも踏まえると、仲裁以外の ADR を対象

に制度を設けるだけの必要性があるかという点で疑問があることから、（特段の

必要性が認められる場 合については、個別の立法による解決が考えられるとして

も、）少なくとも、ADR に共通的な制度基盤としてこのような制度を設けることは、

必ずしも適当とはいえないのではないかとされたものである。 

（ADR による争点・証拠整理等の結果の訴訟手続における活用） 

ADR の手続を経て訴訟提起された事件の中には、ADR において争点及び証

拠の整理が十分になされているもの、あるいは、ADR において証拠に基づく事 実

認定が十分になされているものもある。それらを訴訟手続において活用すること

が、当事者の負担軽減、専門訴訟への対応強化等の観点から有効ではないか
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という観点から検討を行った。 

しかし、訴訟手続において、当事者が主張していない争点を審理の対象とする

ことや、当 事 者が主張している争点を審理の対 象としないことは、民 事 訴 訟 手 続

の一般原則に反し、かつ、裁判を受ける権利との関係でも問題を生じかねない。

また、訴訟手続において当事者間に争いのある事実について、裁 判 所 の 事 実 認

定を拘束することも、同じく、民 事 訴 訟 手 続 の 一 般 原 則 等 との 関 係 で 問 題 が 生

ずる。 

他 方、当 事 者 が 、ADR における争点・証 拠 整 理 の 結 果 や 証 拠 調 べ の 結 果

（事 実 認 定 ）に十分納得していれば、当事者に処分権限のある法律関係に関す

るものである限り、当事者間で、自白契約や 仲 裁 鑑 定 契 約 等 の 契 約 53を結ぶこ

とによって、実質的に、訴訟手続における審理の対象を ADR で合意できなかっ

た範囲に限定することもできるので、現 行 制 度の下でも、ADR の結果を訴訟手

続上活用することは可能である。 

したがって、ADR の争点及び証拠整理の結果や証拠調べの結果に関し、訴

訟 手 続 との連携を図るための制度を設けることは適当でないし、その必要もない

のではないかとされたものである。 

 

                                                 
53 「自 白 契 約 」とは、一定の事実を前提として裁判所に権利の存否又は内容の判断を求
めることとする合意を、「仲裁鑑定契約」とは、訴 訟 物 で あ る 権 利 又 は 法 律 関 係 の 前 提 とな
る事実関係に関する判断を第三者に委ね、その判断に服する旨の合意をいう。 
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６．民 事 法 律 扶 助 の 対 象 化 等  

 

【論点２８】 

ADR における代理人費用（弁 護 士 報 酬 等 ）を扶助することについて、どう考え

るか。 

なお、現行の民事法律扶助制度では、民事裁判等に先立つ和解の交渉で特

に必要と認められるものにおける代理人費用は、扶 助 事 業 の 対 象 となり得るもの

とされており、和解の交渉が ADR による場合も特に排除されていない。 

 

○ 趣旨  

司 法 制 度 改 革 審 議 会 意見においては、ADR を民事法律扶助制度 54の対象と

することについても、ADR に関する基本的な法制の整備を検討する場合の検討

課題として挙げられている。 

ただし、この点について、調 整 型 ADR における和解交渉が、訴訟に先立つも

ので、特に必要と認められるもの 55であれば、現行制度の下でも制度の対象とな

るものとされている。また、ADR 自体を独立して民事法律扶助制度の対象とする

ということについては、同制度を巡る最近の状況を十分踏まえる56とともに、① 同

じ自主的紛争解決手段の中で、訴訟に先立つとはいえない相対交渉を対象とせ

ず、訴訟と離れて ADR のみを対象とする根拠や、②民間型 ADR に対する国の

支援の在り方（司 法 型 ADR に加えて、国の政策上、簡 易 ・迅速な権利救済が

必 要 とされる分 野については、逐次、行 政 型 ADR が設置されてきているが、民

間型 ADR も国の政策上相当の役割を担うものと位置付けるのか）との関係につ

いても、十分整理をする必要がある。 

したがって、少なくとも、国民の裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を

有するものという現行の民事法律扶助制度の枠組みを前提とすれば、現時点で

更に法制上の措置を講ずる必要は乏しいのではないかとも考えられる。 

他方、国民の紛争解決ニーズの多様化を踏まえると、裁判のみではなく、裁判

                                                 
54 資力が乏しいために弁護士に相談したり、裁判を起こしたりできずに困っている者のため
に、法 律 相 談 を 実 施 したり、弁護士費用などを立て替える制度。国は、指定法人（扶 助 事 業
を適正・確実に遂行し得る等の要件を備えた公益法人（財 団 法 人 法 律 扶 助 協 会 ））に対し
て、予算の範囲内で費用の一部を補助している。 
55 迅速かつ効率的な権利実現が期待できるなど案件の内容や申込者の事情などにより、
弁護士による継続的な代理が特に必要と認められるものをいう。 
56 後述するいずれの立場からも、裁判代理援助でさえ、増加する援助申込み件数に十分
に対応しきれていない現状を勘案すると、直ちに ADR に係る法律扶助を拡充し得る状況に
はないのではないかという指摘がある。 
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を含む多様な紛争解決手段から最も適切な手段を選択できる権利を保障するこ

とが必要であるから、ADR に関する基本的な法制の整備を図る機会に、ADR と

民事法律扶助制度の関係について、仲裁を民事法律扶助の対象とする57ことも

含め、必ずしも現行制度の枠組みにとらわれない検討を行うことも必要ではない

かという意見もある。 

こうした考え方があることも踏まえ、ADR における代理人費用の扶助に関して

の意見を求めるものである。 

 

 

                                                 
57 検 討 の 過 程 で は 、仲裁については訴訟に代替する権利救済手続であるから、裁判を受
ける権利を実質的に保障するものであることを前提とする現行民事法律扶助制度の枠組み
の下であっても、制度の対象とな るという考え方も成り立ち得るのではないかという指摘もな
された。 
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７．専門家の活用  

 

○ ADR の特長の一つとして、紛争の内容や手続の性格に応じ、多様な分野の

専門家の知見を活かしたきめ細かな解決を図ることができるという点が挙げら

れている。 

 

○ 他方、弁護士法第 72 条においては、弁護士以外の者が、法律事件について、

報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うこと又はその周旋をすることを業とする

ことが禁止されている58。また、法律上の紛争59に係る ADR の手続を主宰した

り、当事者を代理したりすることは、紛争解決基準を法とするか否かにかかわら

ず、法律事務にあたるものと解されている。 

 

○ すなわち、ADR の健全な発展のために弁護士でない専門家の有する専門的

知見を更に活用していくことが有効であると考えられるにもかかわらず、現行制

度の下では、刑罰法規の一般原則に従い正 当 業 務 行 為 として違法性が阻却さ

れる場合はともかく、弁護士でない専門家は、無償でなければ、仲 裁 人 ・調 停

人 等 として活動することを業とすることができない60。また、正 当 業 務 行 為 とされ

る場合があり得るとはいうものの、その性格上やむを得ないこととはいえ、どのよ

うな行為がこれに該当するかということをあらかじめ 具体的に示すことは法制上

困難であるから、専門家は、いずれにせよ安心して活動を行うことができない状

態となっている。このため、現行制度は、専門家の関与の拡大とADR の更なる

発展を妨げる原因の一つとも指摘されている。 

 

                                                 
58 弁 護 士 法 第 72 条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事
件 、 非 訟 事 件 及 び 審 査 請 求 、異 議 申 立 て 、再 審 査 請 求 等 行 政 庁 に 対 す る 不 服 申 立 事 件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱
い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めが
ある場合は、この限りでない。」と規定されている。また、この規定に違反した者は、2 年 以 下
の懲役又は 300 万円以下の罰金に処するものとされている。 
59 法律上の紛争とは、実 体 法 上 の 具 体 的 な 権 利 義 務 関 係 ・法 律 関 係 の 存 否 ・範 囲 に 関
する紛争をいう。 
60 弁 護 士 法 第 72 条の構成要件に該当する場合であっても、正 当 業 務 行 為 として違法性
が阻却される場合があることは否定できないが、個別の行為が同条の規定に違反するか否
かは、最終的には、裁判所の判断に委ねられるものであり、あらかじめ同条の適用がないこ
とが明確でなければ、専門家が安心して関与できないことが指摘されている。なお、仲裁につ
いては、国際的潮流を踏まえ、弁護士でない者が報酬を得る目的で業として行うことに資格
上の制限はないという考え方も一部に見られる。しかし、正当業務行為として違法性が阻却
される場合はともかく、一 般 論 としては、わが国におけるそのような行為は弁護士法第 72 条
で禁止される行為であり、罰則の対象となり得る。 
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○ これまでの検討では、専門家の関与形態のうち ADR 主宰業務（報酬を得る

目的で ADR を主宰することを業とすることをいう。以下同じ。）については、次の

ような指摘がなされている。 

① 一定の専門家が ADR 主宰業務を行うことができるように制度を整備する

ことは必要である。しかし、弁 護 士 法 第 72 条は、国民の権利・利益を擁護し、

法律生活の公正円滑な営み、ひいては法律秩序を維持するという公 益 目 的

から、弁護士でない者が、自らの利益のために、みだりに他人の法律事務に

介入することを禁止するために設けられたものである。したがって、その趣旨

は、ADR 主 宰 業 務 という分野においても、引き続き意義を有することに留意

すべきではないか。 

② 手続の種類や解決基準等によって異なる面はあるものの、主宰者に求め

られる能力は、法律分野、紛争分野及び紛争解決の専門能力であると考え

られる61。そのような専門能力を備えた者は、必ずしも公的資格を有する者の

みに限られるものではないので、ADR に関する基本的な法制の中に、弁 護 士

でない専門家が ADR 主宰業務を行える法令上の根拠を設けるべきではない

か。 

③ ADR 主宰業務を認める場合には、相 談 業 務 62を行うことを認めることも検

討する必要があるのではないか。 

 

○ これらの指摘を踏まえると、ADR に関する基本的な法制の整備の一環として、

弁護士でない専門家が、その有する専門的知見を最大限に活用しつつ、安心

して、ADR 主宰業務を行うことができるよう63、弁護士法第 72 条の趣旨を損な

わない範囲で ADR 主宰業務に関する規制を緩和するとともに、弁護士法第 72

条に違反しないで ADR 主宰業務を行 うことができる範囲をできる限り明らかに

するため、弁 護 士 法 第 72 条の適用について特例を設けることを検討する必要

があると考えられる。 

                                                 
61 参 考 資 料１６参照。なお、法律分野の専門能力としては、法律知識のほか、法 的 解 決 を
図るための争点整理能力・説得能力が考えられる。紛 争 分 野 の 専 門 能 力 としては、紛争分
野に固有の専門的知識が考えられる。また、紛 争 解 決 の 専 門 能 力 と しては、調 整 能 力 ・調
停技術やカウンセリング技術等が考えられる。 
62 例えば、依頼者が相手方に○○の請求をできるか、訴訟を提起した場合の帰趨の見込
みはどうか、といった法律事件についての相談に対し、法律上の専門的知識に基づいて法
律 的 見 解 （結 論 ）を述べることをいい、弁 護 士 法 第 72 条の「鑑定」として法律事務にあたるこ
とになる。なお、具体的紛争と離れて一般的な法律の解釈を示すというように、事件性を欠く
事柄についての法律相談は、そもそも同条 の 規 制 の 対 象 とならない。 
63 その上で、ADR 機関を設立して、報酬を得る目的で、ADR を周旋することを業とすること
ができるようにすることも検討する必要があると考えられる。 
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○ また、専門家の関与形態のうち ADR 代理業務（報酬を得る目的で ADR に

おいて当事者を代理することを業とすることをいう。以 下 同 じ。）については、一

部の専門家について既に特例が設けられているが、ADR の健全な発展のため

に専門家の有する知見を活用する道を拡充する観点から、ADR に関する基本

的な法制の整備の一環として、さらに特例を拡充することを検討する必要もある

と考えられる。 

 

○ これまでの検討では、ADR 代理業務については、次のような指摘がなされて

いる。 

① ADR 主宰業務の場合と同様、弁護士法第 72 条の趣旨の重要性には十

分留意する必要があるのではないか。 

② 代理人としては、紛争分野に関する専門的知見を有する者を活用すること

が想定される。その際、代理は主宰と異なり、直接当事者の権利義務を処分

するものであることから、主宰者よりも高度な法律分野の専門能力が必要と

されると考えられる。また、当事者が職業的な代理人を依頼しなくても本 人 自

ら主体的に手続に参加して紛争解決を図ることができることを特長とする

ADR も多い。こうしたことを踏まえると、ADR 代理業務が必要とされるニーズ

は限定的であると考えられる。したがって、ADR に関する基本的な法制整備

の一環として検討するとしても、専門家の職種に応じ、個別的な検討を進め

ていくことが適当ではないか。 

③ ADR における代理を認める場合には、相対交渉における代理を認めるこ

とも検討する必要があるのではないか。 

 

○ 以下では、これらの指摘やこれまでの検討状況を踏まえ、ADR 主宰業務・相

談業務及び ADR 代理業務につき弁護士法第 72 条に関する特例を設けること

について、更に検討を深めるべき論点を掲げている。 
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（１）ADR 主宰業務 64に関する弁護士法第 72 条の特例  

 

【論点２９】 

現 行 の 弁 護 士 法では、専門家であっても弁護士でなければ、法律上の紛争に

関して、ADR 主宰業務（報酬を得る目的で ADR を主宰することを業とすること）

を行うことが原則として禁止されている。 

国民が、専門家が主宰者として関与する ADR を利用して紛争解決を図ること

ができるようにするとともに、専門家が安心して専門的知見を活用して ADR 主宰

業務を行うことができるよう、ADR に関する基本的な法 制を整備する際 、弁 護 士

法 第 72 条の適用に関する特例規定を設けるものとすることについて、どう考える

か。 

 

○ 趣旨  

国民が、専門家が主宰者として関与するADR を利用して紛争解決を図ること

ができるようにするため、また、専門家が安心して専門的知見を活用して ADR 主

宰業務を行うことができるようにするため、弁護士法第 72 条の趣旨を維持しつつ、

同条の趣旨目的を損なわない範囲で、弁護士でない者が ADR 主宰業務を行う

ことができる旨の特例をADR に関する基本的な法制に置 くという考え方を示 した

ものである65。 

 

○ 内容  

 （弁護士法第 72 条との関係） 

弁護士法第 72 条の趣旨目的は今後とも意義を有するものと考えられる。した

がって、法律上の紛争に関する ADR の主宰は、法令を紛争解決の判断基準と

するか否かにかかわらず法律事務にあたり、弁護士以外の者が ADR 主宰業務

を行うことができないものであるという原則は維持しつつ、一定の場合には、弁護

士法第 72 条の適用が除外されるよう、特例を定めようとするものである66。 

                                                 
64 主宰の業務に関連して法律相談に応ずる業務を含む。 
65 ADR 主 宰 業 務 の うち仲裁については、国際商事紛争の解決手段として発展してきた経
緯もあり、諸外国の関係者の関心が高く、また、そのような経緯の中で、弁 護 士 以 外にも紛
争分野の専門家や大学教授といった者が仲裁人として大きな役割を果たしてきていること、
さらに、機関 ADR という形態ではなく、個 人 ADR という形態で実施される例が少なくないこ
とに、十分留意した検討が必要であるとの指摘もある。 
66 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律による改正後の弁護士法第
72 条は、他の法律に別段の定めがある場合は弁護士以外の者による法律事務の取扱い
等を許容することを規定しており、このような特例を規定した場合には、その規定が「別 段 を
定め」にあたることとなる。 
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なお、現行制度の下でも、ADR 主宰業務の中には正当業務行為として違 法

性が阻却され得るものもあると考えられる。こうした、正 当 業 務 行 為については、

その範囲をあらかじめ具体的に示すことは困難であって、今般、弁 護 士 法 第 72

条に違反しないで ADR 主宰業務を行うことのできる範囲をできる限り明確化した

としても、特 例 の 対 象 外 の 行 為について、正 当 業 務 行 為 として違法性が阻却さ

れる可能性が否定されることにはならない点に留意する必要がある。 

 （考えられる専門的知見） 

ADR の紛争解決機能の充実に資する専門的知見としては、「紛争分野に関す

る専門的知見」及び「紛争解決に関する専門的知見」が考えられる。 

紛争分野に関する専門的知見については、専門的知見を要する事件 67の訴訟

においても、専門家の適切な協力を得られなければ、適正な判断を下すことがで

きないばかりか、手続の遅滞を生じることが指摘されている。この点は、手続が

ADR であっても同様であり、ADR により解決を図ろうとする紛争の内容に応じて、

その紛争分野に関する専門的知見を有する者を活用することは、ADR の健全な

発展を図っていく上で有益であると考えられる。 

紛争解決に関する専門的知見については、従来は必ずしも着目されてこなかっ

たというきらいはあるが、ADR、特に調整型手続の ADR においては、主宰者が備

えるべき能力として、極めて重要な要素であると考えられる。具体的な能力として

は、対立する当事者を理性的な話合いに導いていく、あるいは、弾力的な解決基

準を設定して両当事者の満足度を確保した問題解決を図っていくといった調 整 能

力や調停技術が挙げられ、最近では、わが国でも調停技術に関する研修プログラ

ムが実施されつつある。ADR の手続の種類や解決基準に応じて、紛争解決に関

する専門的知見を有する者を活用することもまた、ADR の健全な発展を図ってい

く上で有益であると考えられる。 

 

                                                 
67 司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 で は 、知 的 財 産 権 関 係 事 件 、医 事 関 係 事 件 、建 築 関 係 事
件、金融関係事件等が挙げられている。 
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【論点３０】 

専門的知見を有する者による ADR 主宰業務を認める場合に、弁 護 士 法 第 72

条の趣旨を損なわないためには、法的知識の不十分さが補完されること、及び、

専門的知見が適確に活用されることについての担保が確保される必要があるもの

と考えられる。 

そこで、 

① 紛争分野又は紛争解決に関する専門的知見を有するものと認められる者は、

一定の適格性を有する ADR について、主宰業務を行うことができるものとする

ことについて、どう考えるか。 

（考えられる適格性の基準） 

i） 弁護士の関与・助言を確保するため に公正・適確に ADR を行うことがで

きる組織的基礎を有すること 

ii） その専門家の有する専門的知見が適確に活用され得るかという点につい

て、適確な判断能力をもって ADR が行われること 

② ①に加え、法律分野について高度の 専 門 能 力を有するものと評価できる専

門家（一 定 の 隣 接 法 律 専 門 職 種 等の 公 的 資 格 制 度のある職種等）については、

個別的な検討を行った上、必要に応じて、弁護士の関与・助言を得ることなく、

ADR 主宰業務を各職種の業務として行うことができるよう、個別法令 68上に規

定を設けるものとして整理することについて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

ADR の健全な発展に資するよう、弁護士法第 72 条の趣旨目的、すなわち、

国民の権利・利益を擁護し、法 律 生 活 の 公 正 円 滑 な営み、ひいては、法律秩序

を維持するという公益目的を損なわない範囲で、ADR 主宰業務について専門的

知見を有する者を活用しようとする場 合 、法的知識の不十分さが補完されること

及び特例を設ける趣旨にのっとり専門的知見が適確に活用されることについて

の担保が確保される必要があるものと考えられる。 

このうち、①は、上記のような観点から ADR について必要とされる適格性に関

する基準を設定した上で、幅広い専門家を念頭に、適格性を有する ADR の主

宰業務を認めるという方式である。具体的には、紛争分野又は紛争解決に関す

る 専 門 的 知 見を有する者について、法的知識の不十分性を弁護士の関与・助

言を受けることによって補うことで、そ の 者 の 有 す る 専 門 的 知 見 を 活 用 し 得 る

                                                 
68 いわゆる「○○士法」のように、その職種について資格要件や業務範囲を規定する法律
を想定している。 
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ADR について、ADR 主宰業務を行うことができるようにし、国民の多様な紛争解

決ニーズに対応しようとする考え方を示 したものである。 

他 方 、②は、①と同様の観点に立ちつつ、主宰者の能力に着目し、法 律 分 野

について高度の専門能力を有するものと評価できる専門家（一定の隣接法律専

門職種等の公的資格制度のある職種等）を対 象に、個別法令上に規定を設け

て ADR 主宰業務を認めるという方式である。すなわち、上記のような専門家につ

いては、①の適格性のうち、i）に関してはその職種であることをもって担保される

のだから、合わせて、ii）に関して対象となるADR の 分 野 等も個別法上明確化す

ることによって、ADR 主宰業務に関する弁護士法第 72 条の特例を定めるという

整理も可能なのではないかという考え方を示 したものである。 

なお、検討の過程では、個々の紛争や解決方法等の態様に応じて、必要な範

囲で弁護士の関与・助言を求めることはあり得るものの、法律上の要件として弁

護士の関与・助言を得るべきことを明記する必要はないのではないかという意見

も示されている。 

 

○ 内容  

 （対象となる専門家） 

ADR 主宰業務において活用されることが有効な専門的知見は、ADR の対象

となる紛 争 分 野 、手続の種類、紛争解決基準等に応じて広範にわたり、かつ、そ

のような専門的知見を有することが担保される公的資格制度や研修制度が存

在しない分野も多い。 

したがって、基本的には、その ADR を提供する ADR 機関が、個々の紛争ごと

に、紛争分野等を勘案し、その者の有する専門的知見を活用し得るものと判断

した者とすることが適当ではないかと考えられる。①は、このような考え方によった

ものである。なお、これまでの検討では、紛争解決に関する専門能力のように、公

的 資 格 や 研 修 制 度 が 存 在 しない分野については、中長期的な課題として、国が

ADR 主宰者となる資格を創設することを検討していく必要があるのではないかと

いう指摘もなされている。 

他 方 、②のような方式を付加する場合、その対象となり得る専門家の範囲に

ついては、隣接法律専門職種など既存の公的資格制度によって範囲を画するこ

ととし、高度の法的知識を有することがその資格付与の要件となっており、かつ、

ADR 主宰業務において活用することが有益と考えられる専門的知見を備えてい

るものと判断される資格が対象となるものと整理することが適当ではないかと考

えられる。 
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 （ADR の適格性） 

①については、専 門 家 を 活 用 す る 場 合 に は 、以下のような適格性を有する

ADR を対象とすべきではないかと考えられる69。 

I） 専門家の法的知識の不十分さを補完する観点から、弁護士の関与・助言

を確保するため、公正・適確に ADR を行うことができる組織的基礎を有する

こと 

なお、弁護士の関与・助言の形態については、以下のような考え方に大

別される。いずれの考え方によることが適当であるかについては、なお検討を

要することとされている。 

i） 弁護士が、専門家の手続進行を常時チェックすることが必要であるとし、

主宰者の一人として手続の進行に加わる70ことを求める考え方 

ii） 弁 護 士 法 第 72 条の趣旨を損なうような状況があれば直ちに是正できる

よう、組織管理に弁護士が参画していることを求める考え方 

iii） i）と ii）の中間的なものとして、弁護士が、手続の進行過程を通じて、

随時適切に専門家に助言を与える体制がとられていることを求める考え方 

ＩＩ） 専門家の有する専門性を適切に活用する観点から、ADR の対象となる

紛 争 分 野 、手 続 の 種 類 、紛 争 解 決 基 準等を総合的に勘案して、その専門

家の有する専門的知見が、個々の手続において活用され得るものか否かと

いう点について、適確な判断能力をもって ADR が行われること 

他 方、②については、法律分野について高度の専門能力を有するものと評価

できる専門家について、対象となる ADR の分野等も合わせて個別法令上に規

定する71ことによって、上記の I）及びＩＩ）の適格性に代えるという整理をするもの

である。この場合、対象となる専門家及びＡＤＲの分野の範囲については、それ

ぞれの専門家の業務内容の実態等を踏まえて個別に検討されることが適当であ

ると考えられる。 

なお、検討の過程では、ほとんどの ADR について弁護士法第 72 条との抵触

が問題視されることなく活動が続けられている現状では、あえて、上記のような適

                                                 
69 弁 護 士 法 第 72 条の特例として、一定の ADR 機関について、ADR 主宰業務に関する
周旋を行うことを業とすることを認めることとする場合にも、同様の検討が必要であると考え
られる。 
70 複 数 の 者 が 共 同 して手続を主宰する、いわゆるパネル形式をとることを求めるものであ
る。 
71 対象となる専門家の有する専門的知見が ADR 主 宰 業 務において活用されることが前
提となる。例えば、弁 理 士 は 、知的財産関係紛争については専門的知見を活用し得るが、
一般的な貸金紛争について専門的知見を活用し得るとは言い難いので、前 者 は 弁 護 士 法
第 72 条の適用除外を認めることができても、後者は認めることができないと考えられる。 
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格性を設定して、弁護士法第 72 条に違反しない範囲を明確化する必要はない

として、「ADR を公正かつ適確に行うことができる機関において選任され た者が

行う業務」という形で、単に、正当業務行為として弁護士以外の者による ADR

主 宰 業 務 が 許 容 される場合があり得る旨のみを明らかにし、その範囲について

は解釈に委ねることでよいのではないかという意見も示された72。 

 

【論点３１】 

  弁 護 士 法 第 72 条の特例として、専門家が ADR 主宰業務を行うことを認める

場合には、一定の不適格者は ADR 主宰業務を行うことができないものとする仕

組みを設けるもの とすることについて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

一定の専門家について ADR 主宰業務に関する弁護士法第 72 条の特例を

認めるにあたって、法律生活の公正円滑な営みを害し、法律秩序を維持すると

いう公益目的に反する行為が発生することを未然に防止するという同条の趣旨

を踏まえ、反社会性が認められる者や専門職種の品位を失う非 行 歴（懲 戒 歴

等）のある者については、たとえ専門的知見を有していても、ADR 主宰業務を行

うことができないものとするという考え方を示したものである。 

 

（２）相談業務に関する弁護士法第 72 条の特例  

 

【論点３２】 

紛争分野又は紛争解決に関する専門的知見を有する者について、その専門

的知見を活かしうる ADR において、ADR 主宰業務を行うことを認める場合には、

合わせて、ADR 主宰業務に準じて、主宰業務と同様の考え方・方法により、一定

の範囲内における相談業務も行うことができるよう、弁護士法第 72 条の特例を設

けるものとすることについて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

ADR のみならず、相談手続も紛争解決に寄与するものである。したがって、国

民が専門家を主宰者として関与する ADR を利用して紛争解決を図ることができ

るようにすることと合わせ、相談手続に専門家が関与することができるようにする

ため、ADR 主宰業務に準じて弁 護 士 法 第 72 条の特例を設けて、一定の場合に

                                                 
72 参 考 資 料 １９参照 
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は、弁護士でない者が相談業務を行うことができるものとするという考え方を示 し

たものである。 

 

○ 内容  

相談業務を行うことを認める場合にも、専門家の有する法的知識や専門的知

見に応じた要件等に関して検討が必要となるが、ADR 主宰業務に関する論点３

０の検討を踏まえて、相談業務への適用についても、これに準じる形で検討を進

めていくことが考えられる。 

 

（３）ADR 代理業務 73に関する弁護士法第 72 条の特例  

 

【論点３３】 

専門的知見を要する紛争について弁護士以外の者が ADR 代理業務を行うこ

とができるよう、法律分野について高度の専門能力を有するものと評価できる専

門職種を対象に、個別的な検討を行 った上、必要に応じて、ADR 代理業務を各

職種の業務として行うことができるように個別法令74上に規定を設けるものとして

整理することについて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

国民が ADR において専門性の高い紛争の実効的解決を図ることができるよう

にするため、また、専門家が安心して専門的知見を活用して ADR 代理業務を行

うことができるようにするため、弁護士法第 72 条の趣旨を維持しつつも、個別的

検討を踏まえて、一定の専門職種に関し、弁護士法第 72 条にかかわらず、

ADR 代理業務を行うことができる旨を、個別法令上、明確化していくものとして

整理する75という考え方を示したものである。 

さらに、この点については、ADR に関する基本的な法制の中にも、弁 護 士 法

第 72 条の例外の対象となる専門家や ADR の分野についての 基本的な規定を

盛り込んでおくべきではないかという意見もある。 

                                                 
73 代理の業務に関連して法律相談に応ずる業務を含む。 
74 いわゆる「○○士法」のように、その職種について資格要件や業務範囲等を規定する法
律を想定している。 
75 民間部門が提供する ADR における代理に関しては、弁護士法第 72 条の例外として、
①法務大臣の認定を受けた司法書士が、紛争の目的の価額が 90 万 円 以 下 の 一 定 の 民 事
紛争について代理すること（司 法 書 士 法 §3 ）、②弁理士が、経済産業大臣が指定する者が
行う知的財産権事件に関する仲裁手続について代理すること（弁 理 士 法 §4 ）が、認められ
ている。 
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なお、以上のように、ADR 代理業務を行うことが認められる場合には、これに

付随するものとして、ADR 代理を受任した事件について、ADR 外での相対交渉

を行う権限も有することとなるものと解されることにも留 意する必要がある。 

 

○ 内容  

 （弁護士法第 72 条との関係） 

弁護士法第 72 条の趣旨目的は今後とも意義を有するものと考えられる。した

がって、ADR 主宰業務の場合と同様、法律上の紛争に関する ADR 代理業務

は、法令を紛争解決の判断基準とするか否かにかかわらず法律事務にあたり、

弁護士以外の者が ADR 代理業務を行うことができないものであるという原則は

維持しつつ、弁護士法第 72 条の趣旨目的を損ねない範囲で、同条の適用が除

外されるよう、特例を定めようとするものである。 

なお、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案による改

正後の弁護士法第 72 条は、他の法律に別段の定めがある場合は弁護士以外

の者による法律事務の取扱い等を許容することを規 定 しており、個別法にこのよ

うな特例を規定した場合には、その規定が「別段を定め」にあたることとなる。 

 （職種ごとの個別的検討の必要性） 

代理人として関与することによって、ADR の紛争解決機能の充実に資する専

門的知見としては、「紛争分野に関する専門的知見」が考えられる。 

また、代理については、和解受諾等は代理人のみの判断で可能である一方、

その効果は本人に及ぶものであり、また、代理業務 遂行に当たっては、紛争の最

終的解決方法である訴訟に移行した場合の帰趨も見据えなければならないので、

専門家には、法律分野についても相当程度高度な専門能力が要求されるべきも

のと考えられる。 

さらに、ADR については、必ずしもすべての 紛争分野において、普遍的に、専

門家代理人に対するニーズが存在するとはいえないのではないかとも考えられ

る。 

したがって、法律分野と紛争分野の双方につき高度の専門能力を有すること

が一般的であると認められる職種であることのみならず、そのような職種の専門

家を代理人として紛争解決を図ることに対するニーズが存在することについて、

個別的に検討する必要があると考えられる。 

 （対象となる職種） 

既存の公的資格制度によって対象となる職種の範囲を判断することとし、相

当程度以上の法的知識を有することがその資格付与の要件となっており、かつ、

ADR 代理業務において活用することが有益と考えられる専門的知見に関する
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資格を対象として、個別的検討を進めていくことが適当ではないかと考えられる76 

 （対象となる ADR 業務） 

一定の専門職種にある者について刑罰法規である弁護士法第 72 条の適用

除外を認める前提として、その者の有する専門的知見が ADR 代理業務を行う

上で活用されることが必要である。 

どのような ADR において専門的知見を活用し得るかは、ADR 主宰業務のよう

に多様ではなく、その職種に応じて自ずから限定されるものと考えられる。したが

って、一定の職種につき ADR 代理業務を行うことを認めるか否かを検討する際

に、合わせて、対象となる紛争分野、また、必要に応じて、手続の種類も検討し、

個別法令上明確化することが適当ではないかと考えられる。 

 

【論点３４】 

一定の専門職種について、弁 護 士 法 第 72 条の特例として、個別的に ADR 代

理 業 務を行うことを認める場合に、更に、ADR 代理を受任していなくても、ADR

代理業務の遂行に必要な範 囲で、相対交渉における和解についての代理権も認

めるべきではないかという考え方もある。これ について、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

論点３３の趣旨のとおり、ADR 代理を受任した事件については、ADR 代理業

務に付随して ADR 外での相対交渉を行う権限を有するものと解されるが、それ

に加えて、例えば、ADR 代理についての具体的な受任契約の締結前であっても、

ADR 代理を受任することを前提として、あるいは、前提としなくても、依頼者の相

談に応じて相対交渉を行うことができるようにすべきではないかという考え方 77も

ある。 

これに対し、特定の ADR における業務であることに着目して代理業務を認め

る以上、少なくとも、その ADR における代理を受任することを前提とする場合に

限定すべきであるし、そのような限定が困難ならば、むしろ、ADR 代理を受任した

事件に限るべきであるとの意見もある。 

                                                 
76 公 的 資 格 制 度 の な い 専 門 家を代理人として活用するニーズも可能性としてはありうるも
のの、同時に法律分野に関する高度の専門能力も要求されることを踏まえると、基本的には、
公的資格制度の存在する職種を対象に検討することが適当であると考えられる。 
77 現 行 制 度 では、司法書士に対する簡易裁判所での訴訟代理権付与に際して、具 体 的 な
訴訟代理契約を締結していなくとも（訴訟代理を受任することを前提としていなくても）、依頼
者の利益に適った解決を図るためには相対交渉や ADR による和解についても代理業務を
行う必要があるという考え方により、裁判外の和解についての代理権が規定上付与されて
いる例がある。 
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８．特例的事項の適用における ADR の適格性の 確 認 方 法  

 

○ 上記１～７に掲げたとおり、ADR の利用促進等を図るために実体法・手 続 法

上の特例を設ける場合、少なくとも一 部の特例については、要件の一つとして、

「一定の適格性を有する ADR であること」が求められることとなると考えられる。 

 

○ この場合に、一定の適格性を有する ADR であることを確認する方法として

は、 

① 一義的な判断は当事者に委ねるとともに、適格性を有することの確認が必

要となった段階で、個別の手続ごとに、当事者の主張立証を通じて裁判所が

判断する方法（当 事 者 立 証 方 式） 

② ADR に係るサービスの提供者からの申請に基づき、あらかじめ、公的な機

関（例えば、国の行政機関）が適格性を有することを確認してその旨を公に

する（適格性を有しないこととなったときには、確認を取り消す。）ことによって、

個別の手続ごとの判断を不要とする方法（事 前 確認 方式） 

が考えられる。 

 

○ 両方式は、必ずしも、二者択一的な関係に立つものではなく、観念的には、 

① 当事者立証方式のみによる方法、 

② 事 前 確 認方式のみによる方法、のほかに、 

③ 事前 確 認方式を原則としつつ、当事者立証方式も補完的に用いる方法、 

④ 当 事 者 立 証 方 式を原則としつつ、事前確認 方式も補完的に用いる方法 78 

という組み合わせが考えられる。 

特例を設ける場合には、各々の法的効果等や両方式の性格等を踏まえ、最

も適当と考えられる方 法を見出していくことが求められる。 

 

○ ところで、事 前確 認 方式を採り入れることについては、以下のような慎重論や

反 対 論がある。 

① 事 前 確 認 方 式 の下では、制度の実効性を確保するため、確 認 後 の 公 的

                                                 
78 ④にあっては、事前確 認は、あくまでも、個々の手続における適格性要件の充足の立証
を容易にするための措置であるから、事前確 認の効果については、法 的 効 果 等 の 発 生 に 直
接結びつけるのではなく、個々の手続が要件を充足することについての法律上又は事実上
の推定効にとどめるという考え方になじみやすいと考えられる。その場合には、事前 確 認があ
るときでも、推 定が覆り、事後的に特例の適用が否定されてしまうこともあり得るので、予測
可能性の確保が重視される特例について④の方式を採用することに関しては、留 意 が 必 要
であると考えられる。 



 

 77 

機関の継続的なチェック（管 理 ）を伴うこととなるので、ADR の自主性を損ね

るおそれがあるのではないか。 

② 事 前 確 認 方 式 の導入に伴う労力やコストは多大であって、制 度を導入す

ることのメリットよりもデメリットの方が大きくなる可能性があるのではないか。

また、実効性のある事前確認方式を制度設計できるかどうか、十分に検証さ

れていないのではないか。 

③ ADR に係る基本理念に関する議論においても、ADR の健全な発展を図

るための諸方策を講じていく上で旨とすべき点の一つとして、手続・解 決 基 準

等の多様性の重視が掲げられており、たとえ特例の適用対象を適切に画す

るためとはいえ、ADR に関して公的な確 認の制度を設けることは、こうした理

念と矛盾するのではないか、あるいは、実質的に ADR を格付けするものと受

け取られるのではないか。 

④ 司 法 制 度 改 革 が 、事前規制型社会から事後チェック型 社 会 へ の 転 換 に

対応するものとして行われる以上、極力、事前確 認 方式は避けるべきではな

いか。 

 

○ これに対し、以下のように、事前確認方式を採り入れることを検討する必要

があるのではないかという考え方もある。 

① ADR 全体としての多様性を確保するためにこそ、少なくとも、一定の ADR

には、いわば、訴訟との競争も可能となるような法的効果等を付与する途を

開くべきではないか。もちろん、そのような法的効果等の付与がない ADR に

ついても、それぞれの特色を活かしつつ、国民の多様なニーズに応えていくこ

とは十分可能であるし、また、期 待 されているところではないか。 

② その与える影響の大きさにかんがみれば、法 的 効 果 等 の 付 与 の 対 象 とな

る ADR については、現行制度との整合性等にも十分配慮しつつ、それぞれ

の法的効果等の性格に応じて、一定の適格性を満たすものに限定する必要

があると考えられる。しかし、極めて多種多様な ADR が、特別の法律に基づ

くことなく設立される ADR 機関の下で、各機関が制定する規則や当事者間

の合意により設定される手続・解決基準に従って提供されている状況にある

中で、適格性を満たしているのかという点の一義的な判断を当事者（最 終 的

には裁判所）に委ねることは、当事者の予測可能性を確保する等の観点か

ら見て、現実的でなく、かえって二次的な紛争の原因になりかねないことも多

いのではないか。 

 

○ このように、法的効果等を付与する場合に必要となる ADR の適格性を確認
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する方法として事前確 認 方式を採用することについては賛否両論があるが 、こ

れまでの検討では、次のような意見が出されている。 

① 事前 確 認方式には、確認に伴う国の関与によって ADR の 自 主 性が損な

われる可能性がある等の問題が多く、選 択 肢 とすること自体に反対である。

また、事 前確 認 方 式を採用せざるを得ない法的効果等があるならば、その法

的 効 果 等については、付与を放棄する方がよいのではないか。 

② 利用者や主宰者の予測可能性を確保することの重要性等にかんがみれ

ば、事前確 認 方式の必要性を肯定的に捉えることも必要ではないか。また、

事 前 確 認 方 式を採用できなければ、法 的 効 果 等 の ほ とんどについては制度

を設ける実質的意義がなくなってしまうが、その得喪をよく考える必要がある

のではないか。 

③ 利用者からも的確に判断できる形で適格性に関する要件が設定できるの

であれ ば 当 事 者 立 証 方 式 としてもよいが、それが難しいのであれば、国の関

与を最小限にする工夫をした上で、事前確 認 方式も念頭に置かざるを得な

いのではないか。 
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（１）事前 確 認方式に関する基本的な考え方と仕組み  

 

【論点３５】 

特例的事項の適用にあたって必要とされる「一定の適格性を有する ADR であ

ること」の 確 認 方 法 として、特例の適用を受けられることについての予測可能性を

確保する等のため、ADR 機関等からの申請に基づいて、公的機関が事前に確認

する方式（任 意 の 事 前 確 認 方 式 ）を採用することについて、どう考えるか。 

（考えられる任意の事 前確 認 方 式の仕組み） 

事 前 確 認 方 式 の仕組みについては、これまでに十分な検討が行われたとはい

い難く、また、ADR に関する基本的な法制の枠組みとも関連する問題であるので、

現段階で、具体的な内容を示すことは困難であるが、基本的なイメージを例示す

ると以下のとおりである。 

① 確認 主 体 ・・・国の行政機関（例えば、○○大臣）とすることが考えられる。なお、

確 認に当たって必要となる審査のための実地調査等については、第 三 者 機 関

に委ねる仕組みとすることも考えられる。 

② 確認 基 準 ・・・基本的には、論 点２０、２１、２３、２５、３０に考えられる適格性の

基準として掲げた事項とすることが考えられる。 

③ 確認対 象 ・・・ADR 機関を単位に確認するという方法のほかにも、ADR 業務・

相談業務ごとに確 認を受けられる（一つの ADR 機関・相談機関において、確 認

対 象業 務 とそれ以外の業務を並行して行うことが可能）仕組みとすることも考え

られる。 

④ 確認の 取 消 等・・・確 認 対 象 業務が継続的に確 認 基準を満たしていることをチ

ェックし、満たしていない場合には適切に確 認取消等を行うことができるようにす

る必要があると考えられる。このため、確 認 対 象 業務を提 供する ADR 機 関 等

に対し、業務に関する帳簿書類の作成・保 存、確 認に係る業務の変更の届出

等を義務付けるほか、①の確 認 主体に質問検査権等を付与することなどを検

討する必要があると考えられる。 

⑤ その他・・・④の実効性を担保するため、④ の 義 務 違 反や 検 査 忌 避 等 に対す

る罰則を検討することも必要と考えられる。 

（注）これまでの検討では、任意の事 前 確 認 方 式 の必要性を評価する意見がある

一方で、強い消極意見も出されている。 

 

○ 趣旨  

特例的事項の適用要件の一つである ADR の 適 格 性の確認方法として、あら

かじめ 公 的 機 関 が 包 括 的 に 適 格性を満たすことを確認し、その旨を公に明らか
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にする方式（事 前 確 認 方式）について、考えられ得る基本的な仕組みのイメージ

を示した上で、特例的事項の創設に合わせて事前確 認 方式を採用することにつ

いて意見を求めるもの である。 

なお、確 認を受けることは義務的なものではなく、任意の申請に基づくものであ

って、別段の制限がある場合を除き、確認を受けなくとも、ADR 業務を遂行する

ことは可能である。 

 

○ 内容  

 （確認主体） 

確 認 主 体 となる公的機関としては、国の行政機関、具体的には、○○大臣と

することが考えられる。具体的な機関については、ADR に関する基本的な法制

の枠組み等とも関連する問題であるので、一元的にいずれかの 行 政 機 関 が 行う

こととなるのか複数が関与することとなるのかという点 を含め、現段階で、方 向 性

を示すことは 困難である。 

なお、検討の過程では、行 政 機 関 が 行 うとしても、できる限り独立性の高い機

関が行うべきではないかという意見もあった。 

また、事前 確 認 方 式をとることによってADR の自主性が阻害されるという懸念

をできる限り除去するために、例えば、確 認 基準を満たしているか否かの審査や

確 認 後の監督に関する作業を第三者機関に委ねることに よって、国による直接

の関与をできる限り小さくする工夫が必要であるとの指摘がある。確 認 主体に関

しては、このような指摘を踏まえ、更に検討すべきもの と考えられる。 

 （確認基 準・確 認 取 消 等） 

確認 基準（確認 取 消 基 準 ）に関しては、過去における ADR 業務の実績、特に、

個々の紛争解決結果の適正性が基準に含まれることとなれば、ADR の 自 主 性

が著しく損なわれることとなるのではないか、事 前 確 認 方 式の実効性を確保する

ための監督に当たって、確 認 基準の設定如何によっては、個別事件における秘

密 保 護 の 要 請 との 調 整 が 困 難 となるのではないかとの指摘もある。さらに、同様

の観点から、できる限り外形的に判断可能な確 認 基準を設定するよう努める必

要があるのではないかとの指摘がある。また、確認基準の設定如何にもよるが、

法人格を有しない ADR 機関等が提供する ADR も確認の対象となることとした

場 合 、確認後の対象業務の継続性を担保できず、事前確認方式の実効性の確

保が困難となるのではないかとの指摘もある。 

確 認 基準に関しては、これらの指摘を踏まえ、今後、更に検討すべきものと考

えられる。 
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 （確認対象） 

事 前 確認 方式を採用する場合、ADR の 多 様 性を阻害するのではないか、国

による格付けと受け取られるおそれがあるのではないかといった、事前確認 方 式

そのものに対する懸念があることに十分配慮する必要がある。また、一つの ADR

機関等において、利用者の多様なニーズ等に応じて複数種類の手続を提供した

り、同じ種類の手続であっても、利用者のニーズ等に応じて、手続進行に係るル

ール設定の厳格性等の面で、複数のタイプの手続を提供したりすることも考えら

れ、そのような実態にも配慮する必要がある。 

このような観点から、ADR 機 関 ・相談機関単位ではなく、ADR 業 務 ・相談業

務単位で確 認を受けられる仕組みとすることによって、一つのADR 機 関 ・相 談 機

関の中でも、確認の基準を満たす 手 続 とそれ以外の手続を並行して提供できる

ようにすることも考えられる。 

なお、ADR の適格性は主宰者によって大きく左 右 されるのだから、仮に事前

確認方式を採用する場合でも、確 認の 対 象は 主 宰 者 個 人とされるべきではない

かという意見や、個人 ADR が排除されることのないよう、機 関 ADR のみを念頭

に事前確認方式の仕組みを構成することのないよう留意すべきではないかという

意見もある。 

さらに、確認対象に関しては、外国 ADR 機関等が提供する ADR を対象とす

るかどうかという点についても、更に検討する必要がある。 

 （その他） 

事 前 確 認 方 式 を採用する場合には、理 論 的 には、特例ごとに 確 認 基準を設

定し、適格性の充足につき確認を受けようとする特例ごとに制度が考えられるこ

とになるが、複数の特例の確 認基準がほぼ共通することとなれば、一つの 確 認に

より複数の特例に係る適格性を確認するという方法とすることも考えられる。 
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（２）各法的効果等への適用  

 

【論点３６】 

時 効の 中 断に関する特例を設ける場合、時 効 制 度 の 性格を踏まえると、債 権

者・債務者双方の予測可能性を確保する観点から、ADR の適格性を確認する方

法として事 前 確 認 方 式の採用を検討することも必要ではないかという考え方があ

る。確認を受けた ADR の申立てを対象として時効の中断を認めることについて、

どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

時効中断は、債 権 者 ・債務者双方にとって、権利義務が存続するか消滅する

かの問題である。そのような性格から、その ADR の申立てによって確実に時効

中断の効力が生ずることが、一 般 の 権 利 者 、義務者であっても容易にチェックで

きなければ、制度を整備する意義がないものと考えられる。例えば、少なくとも、

論 点 ２０の①に掲げた適格性が必要とされるならば、権 利 者 は 時 効 が 中 断 す る

調停手続であるという認識で交渉を進めたが、義務者は単なる苦情の申し出で

あるという認識で応対していたという場合に、不調後の訴訟において、そもそも

ADR の手続があったのかという点が争いとなってしまう可 能 性は少なくない。そう

なれば、制 度 としての実効性がない、言い換えれば、その ADR の申立てが特例

の適用対象となるか否かについて、当 事 者 の 予 測 可 能 性 が 確 保 されなければ、

特例を設ける意義がないものと考えられる（場 合によっては、弊害も生ずる。）。 

このように、当事者の予測可能性が確保されることを制度整備の必要条件と

考える立場をとれば、時効の中断に関する特例を設ける場合には、ADR の適格

性の確認方法として事前確認 方式を採用し、確認を受けた ADR の申立てを特

例の適用対象とすることが、一つの案として考えられる。 

この場合、確認を受けた ADR の申立てであっても、個々の手続において基準

に反する手続進行等があったときに、債務者を保護するための措置が必要かど

うかという点については、更に検討を要するものと考えられる。 

なお、検討の過程では、当 事 者 の 予 測 可 能 性 の 確 保については、当事者があ

らかじめ容易に確認できるような 適格性を設定することによって解決すべきという

立場から、事 前確 認 方 式を採用せず、当事者立証方式のみによることの 可 能 性

を追求すべきではないかという考え方も示された79。 

                                                 
79 具 体 的 に 示 された案としては、参考資料１９の委員意見に掲げたような方法がある。ただ
し、この案については、現行の時効制度との整合性の観点から問題があるのではないかとい
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また、時効についても、当事者の予測可能性をそれほど重視する必要はなく、

当事者がたとえ容易にチェックできなくとも、制度を整備する意義はなお小さくな

いのではないかという意見もあった。 

 

【論点３７】 

執行力の付与に関する特例を設ける場合、ADR の適格性を確認する方法とし

ては、執行力の性格にかんがみると、適格性を有することを当事者の主張立証に

委ねること（当 事 者 立 証 方 式 ）は不適当であると考えられるので、事 前 確 認 方 式

を採用し、確認を受けた ADR の下で作成された ADR 和解文書に限って、執行力

を付与することとなるものと考えられる。 

このような前提の下で、執行力を付与することについて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

執 行 力 は 、債務者の意思にかかわらず、債務名義に基づいて、国家権力をも

っ て そ の 財 産 等 を 強 制 的 に 債 権 者 に 移 転 したりするものである。したがって、

ADR の適格性に関する要件の確保については、慎重の上にも慎重を期す必要

があり、当事者の主張立証に委ねられてよいというものではなく、国としても、要

件を確認する必要があるとも考えられる。もちろん、当事者の予測可能性が確保

されることも必要である。 

したがって、執行力の付与に関する特例を設ける場合には、ADR の適格性の

確 認 方 法 として事前確 認 方式を採用し、確 認を受けた ADR の下で作成された

ADR 和解文書に限って、執行決定の申立てをすることができるものとすることに

なると考えられる80。 

 

                                                                                                                                                       
う指摘もなされている。 
80 同様の考え方によるものであるが、検討の過程では、対象となる ADR を提供する機関を
個別に法定すべきではないかという意見も出された（参 考 資 料１９参照）。ただし、このような
方法については、任 意 に 設 立 された民間 A D R 機関を法律に規定することの困難性、適格
性に問題が生じた場合に迅速な対応をとることの困難性等の問題があるという指摘もなされ
た。 
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【論点３８】 

調停前置主義の不適用に関する特例を設ける場合における適 格 性 の 確 認 方

法については、特例をどのような仕組みとするかによって、次のように異なってくる

ものと考えられる。 

① 裁判所の個別判断により調停前置主義の適用を除外し得る事由の一つとし

て例示する案（論 点 ２３の②の考え方）をとる場合には、事 前 確 認 方 式 を 採 用

する必要性はないものと考えられる。 

② 一定の ADR を経ている場合を一律に調停前置主義の例 外 とする案（論点２

３の①の考え方）をとる場合には、当事者の予測可能性を確保することに主眼

を置くものであるから、事前 確 認 方式の 採 用が 前 提になるものと考えられる。 

このような前提の下で、調停前置主義の不適用に関する特例を設ける場合、

事 前 確 認 方 式 を 採 用せずに論点２３の②の方法による案と、事 前 確 認 方式を採

用した上で論点２３の①の方法による案のいずれを適当と考えるか。 

 

○ 趣旨  

調停前置主義の不適用に関する特例を設ける場合における適格性の確認方

法については、特例をどのような仕組みとするかによって、自ずから異なってくる

のではないかという考え方を示したものである。 

まず、裁判所の個別判断により調停前置主義の適用を除外し得る事由の一

つとして例示する考え方にあっては、個々の手続における交渉経緯を裁判所が

審査することとなるので、事前確 認 方 式 を採用する必要性はないものと考えられ

る。 

他方、一定の ADR を経ている場合を一律に調停前置主義の例外とする考え

方にあっては、当事者の予測可能性が重視されるとともに、裁判所による個別審

査を経ることなく、裁判所による調停に自動的に代替するものと位置付けるもの

であるから、事前確認方 式を採用し、あらかじめ、裁判所による調停に実質的に

代替し得ることを確実に確 認 しておくことが前提となるものと考えられる。 
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【論点３９】 

ADR の開始による訴訟手続の中止に関する特例を設け、かつ、A DR の 適 格

性に関する要件を必要と考える場 合の適格性の確認方法については 、基 本 的 に

は、事前確 認 方式を採用する必要はないものと考えられる。これについて、どう考

えるか。 

（注）別案として、裁 判 所が個 別 判 断 する際の指針を示すという観点から、当事者

立証方式を原則としつつ、事 前 確 認 方式を補完的に採用してはどうかという考

え方もある。 

 

○ 趣旨  

訴 訟 手 続 の 中 止に関する特例については、当事者の予測可能性を確保する

要 請 は 低 く、また、中止の決定やその取消（決 定 ）は、もっぱら裁判所の自由裁

量に委ねられることとなる。 

したがって、事前確 認 方 式を採用する必要性は、他の特例に比較すると小さ

いと考えられる。 

ただし、別案のように、裁 判 所が、適 正 ・迅速な審理の実現という要請と比較

衡 量 し、迅速に訴訟手続の中止決定をすべきか否かを判断し得るよう、補 完 的

に事前 確 認 方式を採用し、裁判所が個別判断する際の指針を示すことも考えら

れるのではないかという考え方もある。 

 

【論点４０】 

刑罰法規である弁護士法第 72 条の適用を除外するものとして、非弁護士によ

る ADR 主 宰 業 務 ・相談業務について弁護士法第 72 条に関する特例を設ける場

合、ADR の適格性を確認する方法としては、それらの業務を行おうとする非弁護

士 の 予 測 可 能 性の確 保 及び犯 罪 の 構 成 要 件 の 明 確 性の確保の観点から、事前

確 認 方 式の採用を積極的に検討することが必要になるものと考えられる。 

ADR 主 宰 業 務 ・相談業務について弁護士法第 72 条に関する特例を設ける場

合に、事前確 認 方 式 を採用することについて、どう考えるか。 

 

○ 趣旨  

非弁護士による ADR 主宰業務・相 談 業 務について弁護士法第 72 条の特例

を設ける場合、刑罰法規である弁護士法第 72 条の構成要件の明確性という要

請から、解釈の余地が広く残らないような形で規定を整備する必要がある。また、

そもそも、弁護士法第 72 条に違反しないで ADR 主宰業務・相談業務を行うこと

ができる範囲をできる限り明らかにし、専門家が安心して業務を遂行できるように
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することが、特例を設ける主目的の一つであるから、解釈の余地が広く残るよう

であれば、制度を設ける意義は極めて限定的なものとなる。 

したがって、非弁護士による ADR 主宰業務・相談業務につき弁護士法第 72

条に関する特例を設ける場合には、適格性を有することの 確 認 方 法 として事前

確認 方式を採用し、確認を受けた ADR における主宰業務等を特例の適用対象

とすることが、一つの 案として考えられる。 

ただし、事前 確認 方式を採用したからといって、確認を受けていない ADR 主宰

業 務・相 談 業 務 について、正 当 業 務 行 為 として違 法 性 が 阻 却 される可能性が否

定されるものではない。 

なお、検討の過程では、「ADR を公正かつ適確に行うことができる機関におい

て選任された者が行う業務」という形で、単に、正当業務行為として弁護士以外

の者による ADR 主宰業務が許容される場合があり得る旨のみを明らかにし、そ

の範囲については解釈に委ねることでよく、事前 確 認 方式の採用や、その前提と

なる一定の適格性の基準を設定すること自体が不要ではないかという意見も示

された81。しかし、依 然 として解釈の余地が広く残る点において、上記のような特

例を設ける主目的には沿わないのではないか との指摘もある。 

                                                 
81 参 考 資 料 １９参 照 


